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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和３

年第１０回美幌町議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１番戸澤義典さん、２番藤

原公一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月３０日に、議会運営委員会を

開きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 令和３

年第１０回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る１１月３０日及び本日開会前に、

議会運営委員会を開催しましたので、その

内容と結果について報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、人事案件

２件、議案１４件、意見書案２件、報告事

項２件ほかであります。 

本日１２月７日、第１日目は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に藤原公一さん、戸澤義典さん、松浦和浩

さん、木村利昭さんの４名を予定していま

す。 

第２日目、１２月８日は、前日に引き続

き一般質問を行い、私、馬場博美、上杉晃

央さん、岡本美代子さん、稲垣淳一さんの

４名を予定しています。 

第３日目、１２月９日は、前日に引き続

き一般質問を行い、大江道男さん、坂田美

栄子さんの２名を予定しています。 

その後、議案審議へと入り、同意第６号

美幌町固定資産評価審査委員会委員の選任

についてから議案第８１号指定管理者の指

定について（美幌町交流促進センター峠の

湯びほろ）までの審議を行い、その後、意

見書案の審議、報告案件などを予定してい

ます。 

次に、本定例会において意見書の提出を

求める要請・陳情を４件受理していますの

で、その取扱いについて報告いたします。 

美幌町農民同盟からの燃油等の価格高騰

対策、国の農業予算の運用変更に関する意

見書提出の陳情、農民運動北海道連合会か

らの北海道農業の基幹作物てん菜の生産を

守ることを求める意見書提出の陳情につい

ては、意見書案を作成し、本定例会におい

て審議することといたします。 

なお、沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガ

マフヤー」からの沖縄本島南部からの埋立

て用土砂採取計画の撤回を求める意見書提

出の陳情、北海道商工団体連合会、農民運

動北海道連合会及び新日本婦人の会北海道

本部からの適格請求書等保存方式（インボ

イス制度）の導入中止を求める意見書提出

の陳情については、資料配付の措置といた

しました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日１２月７日から１２月９日までの

３日間とします。 

なお、審議の進行状況によっては日程を

変更する場合もありますので、議員及び行

政職員各位におかれましては、御理解と御

協力をお願いいたします。 

議員各位は、さきに質問した議員との重

複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重な

る審議に皆さんの協力をお願いするととも



 

－ 4 － 

に、行政職員の皆さんには真摯な答弁と対

応をお願い申し上げて、議会運営委員会委

員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を、本

日から１２月９日までの３日間としたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は、本日から１２月９

日までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、所用のため明日以降欠席

の旨、それぞれ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和３年第１０回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。 

去る１０月、新星レジャー開発株式会社

様から、会社創業３０周年の節目に当た

り、町の福祉・医療に役立てていただきた

いと１００万円の御寄附をいただいたとこ

ろであります。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。 

第２に、新型コロナウイルスワクチン接

種についてであります。 

本町では、本年４月２２日から接種を開

始いたしましたが、１１月６日現在におい

て２回目の接種終了者が全体で１万４,９８

０人、接種率８５.７％となったところであ

ります。 

このことは、美幌医師会をはじめ、多く

の関係者の御協力に加え、町民皆様のワク

チン接種に対する御理解と御協力によるも

のと感謝いたす所存であります。 

ワクチン接種を希望された方について

は、おおむね接種を終えたことから、民間

診療所における個別接種は９月３０日、集

団接種は１０月２４日をもって終了とさせ

ていただきましたが、引き続き国保病院に

おきましては、毎週火曜日、水曜日に１日

５４名の接種体制を維持しているところで

あります。 

また、北見地域定住自立圏の取組みとし

て、中核市である北見市において、１１月

から来年１月にかけて美幌町分として合計

２９５名の枠を設定の上、接種体制を整え

ております。 
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３回目の接種について、国では追加接種

が有効との見解から、２回目の接種を終了

し、おおむね８か月以上経過した方を対象

とするなどの基本方針が示されたところで

あり、本町においても通算３回目の接種に

向けて準備を進めております。 

現段階の見通しとしましては、来年２月

初旬より複数回に分け接種券を郵送し、御

予約をいただいた上で、２月中旬から接種

を開始の上、６月までには一定程度終了で

きるように進めてまいりたいと考えており

ます。 

なお、予約の方法につきましては、これ

まで同様にコールセンター、役場内予約専

用電話及びインターネットでお受けすると

ともに、役場窓口でのインターネット予約

のお手伝いも行い、スムーズに予約を行っ

ていただけるよう努めてまいります。 

今後におきましても、引き続き美幌医師

会をはじめ、各方面の皆様との連携と情報

共有を図りながら、早期に、そして、速や

かに接種を行うことができるよう取り組ん

でまいりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

第３に、美幌町立国民健康保険病院の医

師確保についてであります。 

このたび、病院見学を終えた消化器内科

医師より、国保病院の常勤医師として勤務

したい旨の意思表示があったことから、１

０月１日付で採用を行ったところでありま

す。 

採用した医師は、香川医科大学医学部卒

業で、９月３０日まで八雲総合病院の内科

部長として勤務されていた渡部浩二医師、

５４歳であります。 

渡部医師は、日本内科学会認定内科医、

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

などの資格を有しており、採用後は内科医

師として診療に当たっております。 

地域医療の根幹を担う国保病院におい

て、医師確保は最重要課題であり、今後も

引き続き必要な医師確保に取り組んでまい

る所存であります。 

第４に、農作物の生育状況についてであ

ります。 

本年の春先の天候は、低温と断続的な降

雨があり、作物の一部で播種作業に遅れが

見られました。 

６月は、平年と比べ気温が高い状況が続

き、降水量は少なくなりました。 

７月から８月にかけては、高温と極端な

少雨による干ばつの影響による生育不良に

より、多くの作物で収量不足や品質低下が

心配されました。 

９月中旬から下旬には降雨があり、回復

に向かった作物もありました。 

こうした状況から、各作物の予想される

収量及び品質につきましては、水稲は順調

に生育し、稔実歩合は平年並み、千粒重、

収量はいずれも平年を上回りました。 

秋まき小麦は、春先の低温、７月の少

雨・高温の影響が心配されましたが、穂

数、一穂粒数は平年を上回り、千粒重は下

回りましたが、収量は平年を上回りまし

た。品質は平年並みとなりました。 

春まき小麦は、８月の収穫期に降雨がな

く、収穫作業は順調に進みました。一穂粒

数、千粒重は平年並みであり、穂数は平年

をやや上回り、収量は平年を上回りまし

た。品質は平年並みとなりました。 

てん菜は、７月から８月の少雨のため、

一時生育の停滞が心配されましたが、収量

は平年を上回り、糖分はやや低くなりまし

た。 

バレイショは、８月の高温により、一部

圃場に茎葉の黄化、枯れ上がりが見られま

した。規格内収量は平年を下回り、でん粉

価は平年をやや下回りました。 

タマネギは、７月から８月の高温と少雨

による影響により、玉サイズは平年を大き

く下回り、規格内率、規格内収量、品質全

ての面において平年を大きく下回りまし

た。 

大豆は、平年と比べ粒は小さく、百粒重
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も平年を下回りました。平米当たりのさや

数は平年を上回り、収量、品質は平年並み

となりました。 

小豆は、平年と比べ粒は小さく、百粒

重、収量、品質は平年を下回りました。 

菜豆は、百粒重、一さや内粒数、収量は

平年を大きく下回りましたが、品質は平年

並みとなりました。 

牧草は、１番草、２番草とも収量は平年

をやや下回りました。 

サイレージ用トウモロコシは、収量、品

質とも平年を下回りました。 

なお、５月から１０月における降水量、

気温、日照時間は参考資料のとおりであり

ます。 

さきの行政報告に追加して報告をさせて

いただきます。 

追加する行政報告といたしましては、美

幌町立国民健康保険病院の医師の退職につ

いてであります。 

平成２９年１月１日に採用いたしました

呼吸器内科の常勤医師である安井浩樹医師

より、去る１１月９日、一身上の都合によ

り令和４年３月３１日付をもって退職した

い旨、退職願の提出があったところであり

ます。 

町としましては、慰留に努めてまいりま

したが、本人の意思を尊重し、退職を承認

した次第であります。 

さきの医師確保に続き、医師退職の報告

を申し上げることは誠に残念であります

が、今後も地域医療を守り、安心・安全な

医療を提供するため、１日でも早い後任医

師の確保に最大限の努力を重ねてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

人事案件について。 

同意第６号美幌町固定資産評価審査委員

会委員の選任については、菅原雅之氏が令

和３年１２月２４日をもって任期満了とな

ることから、引き続き菅原雅之氏を選任い

たしたく、御同意を賜りたいのでありま

す。 

諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、白石眞知子氏が令和４年３月３

１日をもって任期満了となることから、引

き続き白石眞知子氏を推薦いたしたく、御

意見を賜りたいのであります。 

条例の改正について。 

議案第６８号行政手続における押印見直

しに伴う関係条例の整理に関する条例の制

定については、国や北海道において、行政

手続における押印廃止に向けた取組が進め

られる中、本町においても押印の見直しを

行うこととし、関係条例について所要の改

正を行おうとするものであります。 

議案第６９号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定については、国民健康保険税

について、賦課割合の全道統一化に向けた

算定方式及び税率の見直しを行うこと、ま

た、未就学児に係る均等割額を減額して、

子育て世帯の負担軽減を図るため、所要の

改正を行おうとするものであります。 

議案第７０号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定については、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律等の改正

により、市町村が行う長期優良住宅の計画

認定事務が改正されることに伴い、手数料

について所要の改正を行おうとするもので

あります。 

議案第７１号美幌町国民健康保険条例の

一部を改正する条例制定については、産科

医療補償制度の改正に伴い、出産育児一時

金の基本額並びに加算額について改正を行

おうとするものであります。 

議案第７２号美幌町交流促進センター条

例の一部を改正する条例制定については、

美幌町交流促進センター峠の湯びほろの継

続的な施設運営を可能とするため、令和４

年４月からの入浴料金値上げについて改正

を行おうとするものであります。 

令和３年度各会計補正予算について。 
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一般会計の主な内容としては、新型コロ

ナウイルスワクチン接種３回目の実施に伴

う経費として５,７８６万９,０００円を、

福祉灯油等の助成に伴う経費として２,１２

２万８,０００円の増額をはじめ、事務事業

の確定に伴う整理、債務負担行為及び地方

債の変更などを行おうとするものでありま

す。 

特別会計・企業会計の主な内容としまし

ては、会計間異動に伴う人件費の補正を行

うほか、後期高齢者医療特別会計について

は、広域連合市町村保険料等負担金の減額

を、介護保険特別会計については、特定入

所者介護サービス費負担金の増額を、水道

事業会計については、企業債償還金の増額

などをそれぞれ行おうとするものでありま

す。 

指定管理者の指定について。 

議案第８１号美幌町交流促進センターに

ついては、美幌町交流促進センター峠の湯

びほろの指定管理が本年度末をもって満了

となることから、指定管理に関する公募結

果に基づき、引き続き株式会社道央環境セ

ンターを指定管理者に指定しようとするも

のであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告、美幌町立国民健康保険病院の医師の退

職についての質疑を許します。 

質疑は１人３回までといたします。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで、行政報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

一般質問を始める前に、私から議員の皆

様と行政側の職員の皆さんにお願いがあり

ます。 

一般質問につきましては、要領を得た、

何を聞きたいのかを明確に質問するように

お願いいたします。行政側の皆さんには、

重複するような答弁は極力避けていただき

たいと思いますので、どうぞ御協力のほど

お願いしたいと思います。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君）〔登壇〕 おはよう

ございます。 

私はさきに通告しております大きく２

点、公共施設のバリアフリー対策と高齢者

支援の充実について質問させていただきま

す。 

初めに、公共施設のバリアフリー対策に

ついて。 

バリアフリー法では、多くの人が利用す

る建築物について、高齢者、障がい者等の

円滑な移動等に配慮した設計が求められて

おります。 

この法律により、ハードとソフト両面の

施策を充実させ、高齢者、障がい者なども

含めた全ての人が利用しやすい社会の実現

を目指していかなければなりません。この

バリアフリー法を基準に新庁舎を含む公共

施設のバリアフリー対策についてお伺いい

たします。 

まず１点目、新庁舎のトイレの手すりの

位置について。 

新庁舎各階男子トイレの小便器には、高

齢者や障がい者に配慮した手すりが設置さ

れておりますが、配慮が足りていないと思

われます。なぜ奥側に手すりトイレを設置

したのでしょうか。また、手洗い場につえ

ホルダーなどの配慮がありません。 

手すりつきトイレを奥側に設置した理由

と今後改善する考えがないのかお伺いいた
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します。 

２点目、多機能トイレの自動ドアについ

て。 

しゃきっとプラザの各階多機能トイレ

は、全て自動ドアであり、しゃきっとプラ

ザより完成が新しい町民会館、びほーる、

新庁舎の多機能トイレは自動ドアになって

いません。自動ドアにしなかった経緯と今

後改善改修計画がないのかお伺いいたしま

す。 

３点目、視覚障がい者誘導ブロックにつ

いて。 

新庁舎正面玄関には、視覚障がい者誘導

ブロックが設けられていますが、途中で誘

導ブロックが切れております。また、地下

入り口ホールにもありますが、玄関口及び

歩道に誘導ブロックはありません。各施設

とも視覚障がい者の目線に立ったブロック

設計となっていないと思います。 

どのような視点で誘導ブロックを設計し

たのか。また、今後改善改修計画があるの

かお伺いいたします。 

４点目、図書館玄関ドアについて。 

図書館には、車椅子の方も利用できるよ

うにスロープが設置されておりますが、駐

車場側スロープには公用車が停車してお

り、また、玄関は自動ドアでもなく、イン

ターホンも故障したままであります。 

今後の対応と改善改修計画についてお伺

いいたします。 

次に、高齢者支援の充実について。 

人生１００年時代を迎え、住み慣れた地

域で安心して老後を過ごせる環境づくりは

美幌町においても重要な課題の一つだと思

います。 

認知症を発症した家族を持つ当事者とし

ても、進行を遅らせることに加え、家族の

ケアがとても大切であることはそばで見て

実感しております。 

高齢化の進展とともに、認知症患者数も

増加しており、日本における認知症の高齢

者人口の将来推計に関する研究では、２０

２０年の６５歳以上の高齢者の認知症有病

率は１６.７％、約６０２万人となってお

り、６人に１人程度が認知症有病者と言え

ます。 

そこで、認知症施策について、次の質問

をいたします。 

１点目、現在の美幌町における認知症施

策の取組について。 

国は、令和元年６月、認知症施策推進大

綱を発表し、認知症基本法案の成立を進め

ておりますが、この大綱では新たに共生と

予防を両輪としているのが特徴です。 

認知症の発症を遅らせ、認知症になって

も希望を持って日常生活を過ごせる社会を

目指すとあります。これらの国の推進大綱

を踏まえ、本町の認知症に対する取組状況

についてお伺いいたします。 

２点目、新しい認知症サポートについ

て。 

地域包括支援センター認知症地域支援推

進員を中心に、支援体制や見守りとしての

ＳＯＳネットワーク、認知症高齢者等位置

情報検索機器貸与事業、やすらぎ支援事業

などを行っていただいてはおりますが、先

ほどの認知症施策推進大綱でも共生を求め

られております。 

認知症の方が外出しても安心してお住ま

いに戻れるように、どこシル伝言板を導入

している自治体が増えております。 

認知症の方が衣服や爪などにＱＲコード

ラベルを身につけ、もし誰かが発見した場

合、発見者は自分のスマートフォンでＱＲ

コードシールを読み取ると、自動的に家族

等に直接かつ迅速に連絡が取れ、本人への

ヒアリングも不要で心理的な負担を最小限

にできる特徴があります。 

美幌町民全員が認知症の方の見守りをす

ることが認知症の理解にもつながるものと

考えます。今後、認知症ＱＲコードシール

を導入すべきと考えますが、町長の考えを

お伺いいたします。 

３点目、認知症に関する今後の普及啓発
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について。 

国の認知症施策推進大綱でも、五つの柱

の一つが普及啓発です。生活上の困難が生

じた場合でも、重症化を予防しつつ、地域

の中で自分らしく暮らし続けることができ

る社会にするためには、地域の理解と協力

が大変重要だと思います。 

新たな認知症基本法の下、さらに美幌町

の施策を進められていると思いますが、今

後の普及啓発の考えについてお伺いいたし

ます。 

以上２点、御答弁よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 藤原議員

の御質問について答弁いたします。 

初めに、公共施設のバリアフリー対策に

ついて。 

１点目の奥側に手すりトイレを設置した

理由についてでありますが、新庁舎のトイ

レブースの配置上、手すりつきトイレを出

入口に近接させた場合、各利用者の動線が

交錯することから、身体に障がいのある方

が急がず、安全・安心に使用することがで

きるよう、出入口付近を避け、周囲に十分

なスペースが確保できる奥側に設置したも

のであります。 

２点目の多機能トイレのドアにつきまし

ては、しゃきっとプラザはその設置目的な

どから、多機能トイレを自動ドアとする選

択をしたところでありますが、その他公共

施設においては、御利用の頻度を勘案し

て、簡易に開け閉めができるもので、かつ

安全性の高い、引き戸式ドアを採用してお

ります。 

３点目の誘導ブロックを設置した視点に

ついてでありますが、点字ブロックは、目

の不自由な方に対する誘導として効果的で

ある一方、廊下などにも設置した場合、歩

行が不自由な方に支障を来すなどの課題が

あります。 

本町では、近年建設された他市町村の市

町村庁舎も参考に、庁舎内入り口、ロビー

まで点字ブロックを設置し、庁舎内では、

来庁者がお困りの際には、職員が御案内す

る対応で考えております。 

また、東側玄関ホールの歩道等には点字

ブロックを設置しておりませんが、現在工

事中の正面玄関側駐車場には点字ブロック

を設置することとしております。 

今回御質問の三つの内容につきまして

は、ただいま御説明しました理由から、現

在、改修を行う予定はございませんが、つ

えホルダーの設置など、軽微なものにつき

ましては実施を考えております。 

本年５月より供用開始した新庁舎では、

実際に運用していく中で見えてくる課題も

あるかと考えております。 

今後も利用される方の声を聞きつつ、よ

りよい機能向上に向けて、その必要性、安

全性、経費等を含め総合的に研究の上、判

断してまいりたいと考えております。 

４点目の図書館玄関ドアでありますが、

公用車の停車については、業務の利便性か

ら駐車場側スロープに停車している現状に

ありますが、御指摘のとおり、車椅子を利

用される方の駐車スペースを占有している

ことから、今後は、身体障がい者専用駐車

場などの表示により、スロープからの車の

乗降スペースを確保してまいりたいと考え

ております。 

あわせて、玄関前のインターホンについ

ては、こちらも御指摘のとおり故障した状

態であるため、利用者に不便を来すことの

ないよう修繕してまいります。 

また、玄関の自動ドアについては、将来

の整備を見据えて、現在は必要最小限の施

設修繕としているため、自動ドアへの改修

は考えておりませんが、入退館時に支援を

必要とする方に対しては、職員が付き添う

などのサポートを行ってまいりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。 

次に、高齢者支援の充実について。 

１点目の現在の美幌町における認知症施
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策の取組についてでありますが、令和３年

３月に策定しました高齢者保健福祉計画・

第８期介護保険事業計画において、認知症

になっても本人やその家族が地域で安心し

て暮らしていけるよう、認知症に対する町

民の理解を一層深めるための取組を進める

ほか、本人とその家族の視点を重視しなが

ら支援する相談支援体制及びネットワーク

の構築、サービスなどの整備・強化を図る

こととしております。 

具体的な取組内容として、美幌町地域包

括支援センターを中心とした認知症の相談

支援及び早期発見、びほろ折り梅の会によ

る認知症予防やサポート、認知症への啓蒙

啓発活動の推進、美幌町認知症高齢者等Ｓ

ＯＳネットワークによる行方不明時の情報

共有、認知症カフェの開催による本人や家

族に対する支援など、共生と予防を考慮し

た事業を展開しております。 

２点目の新しい認知症サポートについて

でありますが、行方不明対策として実施し

ている美幌町認知症高齢者等ＳＯＳネット

ワークの関係機関による情報共有の継続や

登録情報の更新、また、協力会員となるメ

ール受信者の拡大を図っていくとともに、

捜索手法に関する調査・研究を行ってまい

りたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

３点目の認知症に関する今後の普及啓発

についてでありますが、認知症についての

正しい知識が多くの町民の皆様に理解され

ることが、地域における認知症高齢者やそ

の家族への適切な支援や地域での支え合い

につながるため、講演会やチラシの配布等

による啓発をはじめ、認知症カフェの開催

など、あらゆる機会を通じて、認知症につ

いて理解を深めるとともに、認知症の当事

者や家族と一般の方との交流によるネット

ワークの充実に努めてまいります。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、再質問

に入らせていただきたいと思います。 

最初に、奥側に手すりを設置したことに

ついて再質問させていただきたいと思いま

す。 

トイレのブースの設計上、出入口の動線

が交錯するので、確保のために奥側にした

と解釈いたします。 

設計段階でトイレのブースを広く取れ

ば、手前にできたとも捉えることができる

と思います。設計段階でこのような問題が

あるとの認識があったのか。 

また、設計管理者からはどのような説明

を受けているのか教えていただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 設計段階での

状況の御質問かと思います。 

設計につきましては、藤原議員がおっし

ゃるとおり、本庁舎はバリアフリー、また

ユニバーサルデザインに基づきました設計

基準となってございます。 

トイレの配置につきましても、当初から

このような配置で御提案をいただきまし

て、町としてもこの旨を了承して進めてき

たところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 設計段階の中で、

２階、３階は別として、１階フロアは多く

の町民が訪れるように、地域包括支援セン

ターとか、社会福祉協議会、また、高齢者

を担当する部署とか、いろいろあると思い

ます。１階だけでも手すりを手前に設置す

るという考え方はなかったのか、再度答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 様々なお客様

が１番多く来る１階ということで、御指摘

のとおりかと思います。 
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ただ、先ほど申しましたとおり、当初か

ら１階も含めまして現在の配置で進めてご

ざいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） そういう答弁にな

るのかなと思いながらも、手すりというの

は、普通に生活している私たちも、もしか

したら足を骨折して松葉づえになったとき

に利用しなければならない状況があり得る

と思います。 

トイレの中は、タイルを敷いてあります

ので、清掃とか雨降り、雪を持ち込んで濡

れていた場合、奥まで行くほうが逆に危険

ではないかと私は思うのですけれども、そ

ういうことを考えると、先ほどの答弁で奥

側にしたというのは、説明になっていない

ように思われます。そういう理由から、ほ

かの商業施設は、手すりは全て手前に設置

されております。 

また、国土交通省もバリアフリートイレ

は、手すりについて出入口が望ましいとい

うふうにあります。そのことも踏まえて、

今後１階だけでも改修計画がないのか、再

度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今、御指摘を

いただいております男子トイレは、手すり

を設置したのは奥のブースになるわけです

けれども、手すりを使う利用者は、転倒の

防止あるいは移動や歩行の手助け、そうい

った場合に手すりを使用することになるだ

ろうと思っております。 

また、手すりを使用される利用者の皆様

については、一般的に足腰や腕の力が弱っ

ている方が多いと思いますし、そういった

方がトイレを使用される際は、やはり一般

の健常者の方に比べると時間に余裕を持っ

て、ゆっくりと使用できる環境が必要だろ

うと考えてございます。 

仮に、出入口に近い位置の小便器に手す

りを設置した場合、他の利用者がその背後

を通って奥の小便器に行くことが当然想定

されますので、そうなると、その手すりを

使用されている方がゆっくり用を足すこと

ができないという面もあるのではないかと

考えております。 

先ほど、総務課長からも答弁いたしまし

たが、様々な理由がありますけれども、設

計段階において提案をいただいた奥側に手

すりを配置するということで整備をしたと

ころでございますので、御理解をいただき

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 部長からの答弁

で、納得がいかない部分があるのですけれ

ども、ゆっくりトイレができない状況とい

うのは、商業施設でも同じようなことが言

えると思うのですけれども、その辺の配慮

は最初の設計段階からなかったのかどうか

だけ再度答弁お願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 設計段階で、

私の記憶の中ではそこまで細かい御提案と

いうのは記憶には残っておりませんが、先

ほど答弁したとおり、奥側に手すりをつけ

た理由ということで、近いほうにつけると

落ち着いて使用できないという面はあろう

かと考えております。 

ただ、そういった御指摘も踏まえまし

て、様々な利用者の声をこれからもいただ

くことになっております。施設が完成した

からこれで終わりということではなくて、

今後においても、より利用しやすい環境を

整えていくことは当然大切な視点になると

思いますので、これからもいろいろと検証

を重ねてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、２点目

の多機能トイレについて再質問させていた

だきたいと思います。 
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まず、答弁の中に利用頻度を勘案して引

き戸式を採用されたとあります。この設計

段階での利用頻度というのは、どのような

出し方で利用頻度と言うのでしょうか。 

困っている人が一人でも、そのトイレを

利用しなければならないということであれ

ば、その人にとっては利用頻度の高いトイ

レになると思います。一人でも自動ドアを

利用したいという人がいれば、十分な改修

理由になると思いますが、この利用頻度の

考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 利用頻度の考

え方でございます。 

しゃきっとプラザにつきましては、車椅

子を利用する方を含めて、身体に障がいの

ある方が主に利用する施設ということで建

設をされてきたところでございます。まさ

にバリアフリーを意識したものであったと

思ってございますが、役場の庁舎につきま

しては、全ての利用者の行動特性に有効で

あるようにということも踏まえまして、誰

もが当たり前に使えるようにという、バリ

アフリーもございますけれども、一方でユ

ニバーサルデザインといったことも意識し

たものとなっているところでございます。 

そういった意味からしまして、確かに利

用者につきましては、しゃきっとプラザ同

様に利用されるということが前提にあった

わけではありますけれども、障がい者、車

椅子、そういった方々のための自動ドアに

対しまして、自動ドアによって不安を持つ

方、ロックがされないことへの不安、そう

いったお話も聞いている部分もございまし

た。 

そういった部分も含めまして、全ての方

が安心して使えるトイレ、そんなことも考

えまして、今回、引き戸の手動式にしてい

るところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 簡易に開け閉めが

できるもので、かつ、安全性の高い引き戸

式ドアを採用されているとの答弁でありま

した。 

自動ドアに不安があるという話があった

のですけれども、この自動ドアのトイレは

危険なのでしょうか。自動ドアのほうが格

段に簡易で安全な開閉ができると思ってお

ります。 

ここで答弁されていることには当てはま

らないと思いますけれども、先ほどのロッ

クができないというだけの不安で自動ドア

を採用されていないのか。その答弁だけお

願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（関 弘法君） 議員からお話

がございましたとおり、自動ドアにつきま

しては、手動なのか、自動なのか、様々に

いい面、悪い面はあると考えてございます

けれども、先ほどお話ししましたとおり、

お使いになる方の安心感、そういったこと

もあります。 

また、新庁舎のコンセプトでございます

安心・安全の中で、バリアフリー、ユニバ

ーサルデザインに加えまして、防災拠点と

いう意味合いもございます。 

例えば、有事の際、停電等が発生した場

合には、手動式の扉が好ましいのではない

かと、そのようなことで選択した考え方も

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 多機能トイレにつ

いてですけれども、多機能トイレはおむつ

替えをするスペースもついております。障

がいをお持ちでない方でも、おむつ替えを

するスペースがあるので、ベビーカーを押

して入る、たくさんの荷物を持って移動さ

れる小さなお子さん連れの親御さんも利用

できるスペースでもあると思います。 

しゃきっとプラザのように、ボタンを押
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せば開閉できる自動ドアのほうが、当然ベ

ビーカーを押す方にも便利なトイレになろ

うかと思います。 

また、車椅子で来庁される方もおられる

と思います。障がいをお持ちの方には、ど

ちらかの手に力が入らないという人もおら

れます。 

答弁の中で、今は改修計画はないという

話ではありますけれども、よりよい機能向

上に向けてとあります。 

先ほども部長から町民の声を聞いてとい

う話もありましたけれども、この声という

のは、今後どういうふうな部分で取り上げ

ていくのか。 

また、アンケート調査とか、意見箱を設

置して、今後計画していくのかだけ答弁願

いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 多機能トイレ

の設置に当たって、いろいろ御指摘をいた

だいてございます。 

実は、今回トイレ整備に当たって、建築

工事を進める中で、実際に車椅子を使用し

ている職員に現場で不自由がないか確認を

していただいております。 

出入口の開閉の状態、あるいは、便座へ

移乗する際の手すりの配置箇所など、職員

からもいろいろ御指摘をいただいた中で、

最終的に今のような形になってございま

す。 

確かに、全て自動ドアのほうがいいのか

もしれませんが、先ほど総務課長から答弁

したとおり、防災拠点という位置づけもご

ざいますので、総合的に勘案して現状のス

ライド式のドアにしたところでございま

す。 

また一方で、先ほど私が答弁したとお

り、町民の皆様の声をいただいた中で、よ

りよい環境を整備していくという視点も当

然必要になってございます。 

現在、アンケートをすぐに行うようなこ

とは考えてございませんが、例えば、庁舎

を訪れる方から、それぞれ窓口で応対する

職員に対して新庁舎の使い勝手、あるい

は、こういう環境のほうがよりよいスペー

スになるのではないかと、いろんな御提案

もいただいていると思いますので、そうい

ったところをしっかりと受け入れながら、

施設の管理者として、町民の皆様の財産で

もありますので、しっかりとした環境整備

をしていきたいと考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回は質問が多い

ので、次に移らせていただきたいと思いま

す。 

３点目、誘導ブロック、通称点字ブロッ

クについて再質問させていただきたいと思

います。 

まず、廊下に設置した場合、歩行が不自

由な方に支障を来すなどの課題があります

との答弁がありました。 

このことについて、国保病院には点字ブ

ロックが廊下にもありますが、歩行が困難

なので撤去してほしいという苦情を国保病

院では受けたことがあるのでしょうか。国

保病院のほうが、役場に来庁される方より

歩行が困難な方が多いはずですが、苦情が

ないのか答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 利用される

患者の皆様から、直接点字ブロックによる

苦情等は承っていないところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今答弁いただきま

したけれども、苦情はないということで

す。そうであれば、庁舎の点字ブロックは

玄関口だけでよいのかどうかという答弁を

町長、総務部長どちらでもいいですけれど

も、答弁願えればと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 
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○総務部長（小室保男君） 今御質問があ

ったのは、正面玄関の入り口の部分かと思

います。 

１回目の答弁でもございましたが、正面

玄関の入り口の風除室からロビーの３メー

トルぐらいに点字ブロックが設けられてご

ざいます。その後については、来庁された

方がお困りであれば、職員が窓口におりま

すので、当然気がつくわけであります。 

その際に、気づいた職員がお声掛けをし

て、お困りの方を御案内する、誘導するこ

とができますし、これは職員としての本務

でございますので、そのようなソフト面で

の対応を考えてございますので、御理解を

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 庁舎正面玄関には

点字ブロックを設置することとしておりま

すとあります。 

私が拝見したところ、公衆電話から点字

ブロックがつながっていないのです。あそ

この入り口には点字ブロックがあるのです

けれども、そこから導線が庁舎までつなが

っていくのが本来ではないかと思います。

さらに言えば、バス停から庁舎までのアプ

ローチをすべきではないかと思います。 

また、しゃきっとプラザ側のバス停から

誘導導線が確保されていないとも思ってお

ります。 

しゃきっとプラザの正面玄関に向かって

右側の思いやり駐車場のところに点字ブロ

ックがつながっているのですけれども、そ

の点字ブロック上に自転車とかリヤカーが

置いてあります。点字ブロック上に物が置

かれているという現状です。新庁舎玄関口

までつながらなくてもいいですけれども、

そういう現状に対して、今後どのように取

り組んでいくのか、答弁をお願いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 点字ブロックの御

指摘をいただいたこと、これは答弁させて

いただきましたけれども、実際に運用して

見えてくる課題もあるかと思うのです。そ

のことは、今御指摘いただいたことも含め

て、しっかりと検討していきたいと思いま

す。 

あと、役場内の点字ブロックについて、

答弁で入り口の風除室までしかつけていな

いことについて、点字ブロックを全部につ

ければいいのではないかというのは、それ

も一つです。 

ただ、庁舎ができたときに、私が職員に

お願いしたことは、まずは庁舎に入ってき

たときに、身体的に不自由な方を早く認識

した中で、どうされることがいいかという

こと、きちんと接してほしいというか、挨

拶も含めてそういうお願いをしています。 

ですから、今回も内部で話したときに、

点字ブロックがここでとまっている理由は

どうなのだという話も議論させていただき

ました。基本的には今私が言ったように、

きちんと職員が関わることを前提としてい

るということだったので、それであればわ

かりましたと。 

後半で言われたことについては、しっか

りとその辺の検討、見直しはさせていただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今、町長から職員

の対応について答弁いただいたのですけれ

ども、私が見ているだけかもしれません

が、庁舎の１階でうろちょろと言ったら言

葉が悪いですけれど、どこの窓口に行けば

いいかわからないという方が結構見受けら

れます。 

また、以前の庁舎と違って、カウンター

と職員の距離が遠いということで、声がか

けづらいという話も聞いております。 

そのことも踏まえて、できれば玄関口に

案内係を置けば、そのような状況がないよ

うな気がするのですけれども、その辺につ
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いては今後検討していただければと思いま

す。 

次に、点字ブロックに付随して、町民会

館の誘導ブロックについて質問させていた

だきたいと思います。 

この間、町民会館を訪れたときに、玄関

口に冬場を想定してなのか、点字ブロック

の上にゴムマットを敷いておりました。そ

ちらのほうが点字ブロックよりも段差があ

ると思います。多分３センチメートルぐら

いあると思うのです。 

また、町民会館の点字ブロックは、自動

ドアの玄関口にしか設置されておりませ

ん。 

町民会館に関して、点字ブロックをどう

してあそこの玄関口にしか設置されなかっ

たのか、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） 町民会

館の点字ブロックについてお答えいたしま

す。 

町民会館の点字ブロックが玄関口のみと

いうお話ですが、こちらにつきましては、

町民会館の内部まで点字ブロックを設置し

ますと、その段差につまずくことを想定し

ておりまして、自動ドア前、そして、そこ

からの導線として風除室にある受付窓口の

ところまで点字ブロックを設置させていた

だいております。 

こちらの受付の窓口にお声がけいただい

て、それ以降の部分につきましては職員が

御案内させていただくことが可能かと思っ

ておりますので、このような形の対応をさ

せていただいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） その点字ブロック

の上にゴムマットを置いている部分につい

てはどのような解釈をされますか。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松尾まゆみ君） 大変申

し訳ございません。 

ゴムマットにつきましては、至急、点字

ブロックに支障がないような形で対応した

いと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） また、町民会館の

栄通側の歩道には点字ブロックがあるので

す。その栄通側から階段を上って行くとき

に、本来であれば、ぼつぼつの点字ブロッ

クが設置されないと階段だと気づかないの

です。 

点字ブロックの意味というのは、真っす

ぐの縦に並んでいる線が誘導方向なので

す。ぼつぼつがあるのが停止だったり、何

か障がい物があるときにぼつぼつのブロッ

クがあるのですけれども、そういうことで

いくと、町民会館の階段に上るところには

ぼつぼつの点字ブロックがないと階段だと

気づかないのです。その辺について、今後

検討していただければと思います。 

次に、図書館玄関について質問させてい

ただきたいと思います。 

今後の改修の部分で前向きな答弁をいた

だきました。一般質問を提出後に図書館を

訪れたときに公用車が移動されており、駐

車場が確保されておりました。今後、職員

の方のお手伝いもいただけるということ

で、車椅子の利用も便利になるかと思いま

す。 

そこを踏まえて、１点だけ再質問させて

いただきたいと思うのですけれども、今回

の駐車スペースとインターホンの問題につ

いて、私が指摘する前に町民の方から指摘

がなかったのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

私どもの把握する限りでは、そのような

御指摘等はいただいていないところでござ
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います。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回、図書館は改

善されましたので、町民の方も、障がいを

お持ちの方も利用しやすい施設になってい

くと思っております。 

せっかく新しくなった役場庁舎です。管

内や全道、全国から注目を浴びたＺＥＢで

の建設庁舎ですので、今後コロナ終息後、

多くの自治体が視察に来るだろうと思いま

す。 

全ての人に優しい、すばらしい庁舎だと

称賛されるよう、今後、総合的に判断さ

れ、健常者も障がい者も、全ての方が利用

しやすい公共施設に改善されることを望

み、次の質問に移りたいと思います。 

次に、認知症の取組について移らせてい

ただきたいと思います。 

まず１点目、相談支援体制及びネットワ

ークの構築についてでありますが、地域包

括支援センターを中心とした認知症の相談

支援について、もう少し具体的にお教えい

ただきたいと思います。 

地域包括支援センターより認知症のしお

りをいただきました。その中に、まずは何

か心配事があったら、かかりつけ医に相談

して、その後必要に応じて専門医療機関に

進むや紹介などという文書があります。 

かかりつけ医を持たない人は地域包括支

援センターに相談することになっておりま

すけれども、地域包括支援センターはどこ

までの範囲で支援をしていただけるのでし

ょうか。 

例えば、病院までの送迎とか、ケアマネ

のあっせんはしてくれると思うのですけれ

ども、本当に困っている時に病院までの送

迎というのが大事だと思うのですけれど

も、その辺の対応について、答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ただいま

の御質問でございます。 

まず、包括支援センターで相談を受けた

場合、かかりつけ医のない場合は、ケース

バイケースで、例えば介護状態の方であれ

ば介護保険を使って介護タクシーを使うだ

とか、社会福祉協議会で実施しております

ボランティアを使うだとか、柔軟に対応し

ていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次に、認知症カフ

ェについてお伺いしたいと思います。 

現在、コロナ禍の影響で大々的なことは

できないと思っております。 

私も先月、この認知症カフェに参加させ

ていただきました。少々の時間、懇談をさ

せていただきましたけれども、何か物足り

ない感じもいたしました。 

今後、参加者の意見や要望などを聞いて

いくのかどうかだけお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 先日は参

加していただきまして、本当にありがとう

ございます。 

認知症カフェは、昨年はコロナ禍で実施

を見送った中で、今年は２回実施させてい

ただきました。 

私も参加して、認知症の方の笑顔が見ら

れたというのが一つの大きな成果だと思う

のですが、今後いろんな形で、対象を増や

すというか、児童の参加をいただいて、児

童と高齢者の方の交わりだとか、当然参加

している方に意見を聞きながら、来年以降

拡充した形で実施していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次に、２点目の認

知症サポートについて再質問させていただ

きたいと思います。 

私が提案したのは、ＱＲコードによるサ
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ポートでありますが、答弁書ではそのよう

なことが触れておりませんでしたので、再

質問させていただきたいと思います。 

私が提案したどこシルですけれども、こ

れにこだわらなくても、パソコンでＱＲコ

ードシールを作成できる無料のソフト等も

あります。 

ＱＲコードはたくさんの情報を入力する

ことができますし、自分の名前や緊急連絡

先などを入れておけば、本人にいろいろな

質問をしなくても、スマートフォンをＱＲ

コードにかざせば情報が入手できるように

なります。 

また、現在美幌町で既に導入されており

ます高齢者安心カードに本人の名前を記載

せずとも情報が入手できるということでは

優れていると思います。 

再度、このＱＲコードシール導入に向け

た考えについてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 御答弁申し上

げます。 

議員御指摘のＱＲコードシールに関して

でございます。 

このシールを活用いたしました身元確認

システムは、全国的に展開されていると認

識しております。 

このシステムにつきましては、個人情報

を開示することなく、行方不明者の発見に

つなげるというところ、また、２４時間３

６５日、仲介者も要らないというところか

ら、行方不明者捜索については有効な手段

と考えているところでございますけれど

も、都市圏では有効な方法かと思うのです

が、本町規模の人口ベースでいきますと、

現行のＳＯＳネットワークによるこちらか

らの情報提供、また、受信者から情報提供

をこちらが受けるですとか、あと、ＧＰＳ

を使った位置情報システム、また、人海戦

術による捜索が適している、もしくは早期

発見につながるという認識でございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今部長から人海戦

術による部分ということがありましたけれ

ども、人海戦術も含めて、ＱＲコードシー

ルは、今はスマートフォンがありますの

で、それで情報を入手すれば、その方が行

方不明なのだという認識もできます。パソ

コン一つでＱＲコードシールは作れ、シー

ルは買っても１枚１０円か２０円の話だと

思うのです。その辺についても、行政側の

手間かもしれませんけれども、今後検討し

ていただければと思います。 

次に、高齢者福祉計画・第８期介護保険

事業計画においても、認知症サポーター養

成講座の実施に取り組むとあります。 

また、第６期総合計画の中では、中期、

平成３４年なので、来年度には２,３２０人

の受講者を目標とされております。現在ま

での取組の状況についてお尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 認知症サ

ポーター養成講座の実施状況でございます

が、美幌町では、平成１８年からオレンジ

リングという形で認知症サポーター制度で

講習を実施しております。 

昨年までの実施状況でございますが、延

べ人数で２,０９３名の方が受講を終了して

いる状況にございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） すみません。 

先ほどの認知症サポーターの部分ですけ

れど、私の勉強不足なのですけれども、こ

の養成講座というのは、どのような場所、

どのようなところで受講できるのか教えて

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 認知症サ

ポーター制度でございますが、地域で支え
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る、職場で支えるということを目標としま

して、過去の実績では、例えば、びほろ折

り梅の会のメンバーだとか、民生委員、個

人の事業所、商店街だとか、あと、学校、

学生、役場職員も新人研修として実施する

ということで、非常に幅広く、希望される

方の人数が集まれば、どこでも受講できる

という形で講師を派遣しているという事業

でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 例えば、議員の中

で３人ぐらい集まれば受講できるとか、何

人集まれば受講できるとか、人数制限はあ

るのかお願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 過去の実

績からいきますと、１名で実施している部

分もございますので、御希望される方につ

きましては、何名でも構わないと考えてお

ります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ぜひ、私も今度受

講させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

今後の普及活動についての答弁に講演会

やチラシの配布等による啓発をはじめ、認

知症カフェの開催などとあります。 

先ほどの話の繰り返しになってしまうの

ですけれども、講演会などは多分できてい

ないと思いますが、チラシの配布等はでき

ると思います。現在、チラシの部分につい

て何か実績があれば、お教えいただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） チラシの配布

という御質問でございますが、本年度にお

いては今のところないのが実情でございま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回の質問に当た

り、冒頭でも述べましたけれども、地域包

括支援センターから認知症のしおりをいた

だきました。認知症について記載されてお

り、大変勉強になりました。 

このようなパンフレットが町民の目に触

れることができれば、安心して過ごせる、

家族の不安を少しでも和らげることができ

ると思ってございます。 

今後、認知症のしおりを広報等を通じた

配布計画がないのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまのし

おりの件でございます。 

しおりの配布については今のところ未定

ですが、内部で検討していきたいと思いま

す。 

また、認知症ケアパスというしおりに準

じた形のもので、認知症の方がセルフチェ

ックできるシートですとか、認知症の方が

どういったときにどういうところに相談に

行ったらいいのかというようなしおりに代

わるものを、今年度作成して配布する予定

となってございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 冒頭で私も言いま

したけれども、人生１００年時代に入って

おります。 

１点目のバリアフリーとも関連しますけ

れども、全ての人が暮らしやすい、安心し

て暮らせるような美幌町を目指して、今後

ともあらゆる分野で持続可能なことを目指

して進んでいただきたいと思います。 

私の質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、２番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 



 

－ 19 － 

暫時休憩します。 

再開は、１１時３０分といたします。 

午前１１時２０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、事前に通告しております３項目、３点

につきまして御質問させていただきます。 

１点目、公園引当地活用促進事業につい

てお伺いいたします。 

公園引当地活用促進事業の現状につい

て。 

美幌町内には、稲美や元町、美芳、美富

地域など、１４地域４６か所に５８筆、延

べ約１万７,２４８平方メートルの開発行為

に伴う公園引当地が存在いたします。 

第６期美幌町総合計画において、公園引

当地については、地域の声を取り入れて、

多目的な有効利用法の検討を行いますとあ

ります。また、第５期美幌町総合計画に

も、公園引当地活用計画の策定と記載があ

りました。 

公園引当地の活用促進について、これま

でどのような検討がされてきたのか。ま

た、利活用計画等の策定状況はどうなの

か。現状についてお聞かせください。 

２点目、地域コミュニティー場所の確保

についてお伺いいたします。 

自治会、老人クラブ等が身近に利用でき

る地域コミュニティー場所の確保につい

て。 

栄町西自治会の老人クラブが月に２回利

用していた地域振興センターが９月以降使

用できなくなり、１０月からは解体が始ま

りました。片や新町１丁目にあったゆうあ

いセンターは移転し、建物は残っておりま

す。また、地域内に集会室がある自治会も

あります。 

自治会の会議にしましても、老人クラブ

の例会にしましても、身近にそういった施

設、場所がないとなかなか集まってくれな

いのが現状です。 

隣の地域に会館があるとか、集会室があ

るといってもなかなか足が向きません。ま

してや、免許証を返納した高齢者ならなお

さらです。 

行動範囲は、年齢、私有車の有無、利用

できる公共交通機関の有無など、それぞれ

の特性により違ってくると思います。単純

に若者よりも高齢になればなるほど行動範

囲は狭くなってくると思います。 

今、各自治会内には必ずと言っていいほ

ど空き家が存在します。そういった空き家

を地域コミュニティーの場所として利活用

できれば、人が集まりやすくなると思いま

す。地域のためなら使ってくれという空き

家の持ち主もきっとおられると思います。 

いずれにしましても、ルールづくりは必

要かと思います。貸し借りについて、当該

自治会と持ち主とでやってくれと言うの

か、ルールづくりなど行政に任せてくれと

言うのか、考え方は様々ですが、各地域が

利用しやすいコミュニティー場所の確保に

ついて、行政としてどうお考えなのかお聞

かせください。 

続いて３点目、新型コロナウイルス感染

症検査キットの現況についてお尋ねをいた

します。 

新型コロナウイルス感染症検査キットの

現況について。 

美幌町では、新型コロナウイルス感染症

に係る自身の行動歴等から感染を心配する

町民の不安を解消するため、本年６月以

降、一定数の検査キットを保有し、迅速な

対応に備えてまいりました。 

神奈川県では、新型コロナウイルスワク

チン接種の対象年齢に達していない園児や

児童等の集団生活における感染拡大を防止

するため、保育所、幼稚園、小学校及び特

別支援学校を通じ、各家庭に抗原検査キッ
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トを配布し、自宅で簡単に検査できる事業

を開始いたしました。 

また、熊本市では、学校や保育所、民間

企業等に抗原検査簡易キットを配布し、登

校、出勤後に発熱、せき、喉の痛み等の症

状がある方がいる場合に抗原検査を実施す

ることで、感染リスクがある人を早期に発

見し、職場等で感染拡大、クラスターを防

止する事業を行っております。 

美幌町においては、個人を対象とし、当

初１,０００キットを用意されたと思います

が、キットの配付、使用状況、配付目的に

対する成果など、現状についてお聞かせく

ださい。 

以上３項目、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、公園引当地活用促進事業につい

て。 

１点目の公園引当地の活用促進につい

て、これまでどのような検討をしてきたか

についてですが、町内の公園引当地は、面

積が小さいものや不整形な場所も多く、町

として有効活用の一定の方向性を見いだす

までの検討には至っていないのが現状であ

ります。 

現在の主な利用状況としては、遊具や花

壇、ベンチなどが設置され、地区内の公園

として利用している場合もありますが、冬

期間の堆積スペースとして利用している場

合が多い状況であります。 

なお、面積が小さい、または不整形など

の立地条件の理由で未利用となっている公

園引当地もあります。 

２点目の利活用計画等の策定状況につい

ては、さきに御説明した状況などにより、

策定には至っておりません。 

地域の状況や公園引当地の立地条件によ

り、利用方法は様々であることから、今後

においては、第６期美幌町総合計画にある

ように、地域の声を取り入れ、地域が有効

活用できる利用方法について、検討を継続

していきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

次に、地域コミュニティー場所の確保に

ついてですが、本町には現在、単位自治会

が６７自治会ありますが、その活動場所に

ついては、自治会所有または町所有の施設

を自治会単独で、もしくは複数の自治会が

共同で使用しております。 

また、老人クラブについては３３クラブ

ありますが、集会室もしくは老人クラブが

直接借用している施設で活動が行われてい

る状況となっております。 

これまでに、自治会から老朽化した集会

施設に代わって、空き家の借用について相

談を受けたことがありますが、所有者の意

向などによって借用には至らなかったこと

がございます。 

御提案いただきました空き家の活用につ

いてですが、町が空き家を購入して、地域

コミュニティーの場所とする考えはござい

ませんが、今後、自治会や老人クラブなど

が所有者から提供を受け、もしくは借用し

て空き家を活動場所にしたいと相談があっ

た場合は、町が一定のルールづくりを行っ

て、コミュニティー活動の推進に努めてま

いりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。 

次に、新型コロナウイルス感染症検査キ

ットの現況についてですが、美幌町では、

道内外において感染が急速に拡大している

状況を受け、本年７月から行政検査対象外

の方に検査キットを配付し、感染拡大の防

止に努めてまいりました。 

御質問のキットの配付、使用状況、配付

目的に対する成果についてでありますが、

令和３年１０月末現在１１８キットを配付

し、感染者や濃厚接触者と接触した可能性

のある教育施設または児童施設の生徒、児

童、その家族、従事される職員や町内企業

等の従業員などに配付を行っております。 
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次に、配付目的に対する成果としては、

検査結果が陰性であれば、感染への不安の

解消につながり、陽性であれば、直ちに発

熱外来を受診していただくことで、感染拡

大の防止につながると思われますので、配

付目的に対する成果は達成されていると考

えております。 

１１月１日から２４日現在のキットの配

付実績は０件となっており、現在の新型コ

ロナウイルスの感染状況については、北海

道を含め全国的にも減少傾向にはあります

が、年末年始を迎え、人の移動が活発化す

ることや第６波の襲来も懸念されておりま

す。 

美幌町では、本年１２月１日から３回目

のワクチン接種により感染状況が安定する

までの間、検査キットの配付対象を、美幌

町へ帰省する方、町内企業等にお勤めの

方、感染者または濃厚接触者と接する機会

があった方へ拡充することにより、感染拡

大の未然防止に努めてまいりますので、御

理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、公園引

当地活用促進事業について、再質問させて

いただきたいと思います。 

まず最初に、第５期美幌町総合計画では

計画の策定とうたっていたのですが、第６

期の中ではそれをうたっていないというこ

とで、計画はつくる必要がない、予定はな

いと受け取ったのですが、それでよろしい

でしょうか。 

そうだとすれば、つくらなくていいとな

った理由についてもお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますけれども、議員御指摘の

とおり、第５期のときには計画の策定とな

っておりましたが、第６期では地域の声を

取り入れて、有効活用法の検討を行うと、

少しトーンダウンした形になってございま

す。 

第６期総合計画の策定に当たりまして

は、住民の方を交えたびほろみらいまちづ

くり会議というものを設置しまして、その

中でいろいろと議論をしてきています。 

この公園引当地につきましても当然議論

をしてきていますけれども、その中では、

公園引当地は条件の悪い場所等もいろいろ

あるので、その活用計画を策定するという

よりは、有効活用について検討してはとい

うような意見がございましたので、その時

点で現行計画が未策定ということもありま

して、あくまでも地域の皆さんが使いやす

いように有効活用法の検討を行うというよ

うに少しトーンダウンさせた表現にしてご

ざいます。 

現在としては、計画を策定するというこ

とは考えておりませんので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） トーンダウンとい

うよりは、計画という絵に描いた餅をつく

るよりも、地域の声を取り入れて実行に移

すということに重点を置いたと理解いたし

ます。 

それでは、地域の声を取り入れるという

ことで何回も答弁されているのですが、こ

れまでにどのような方法で地域の方々の声

を取り入れ、あるいは聞き取りをやったの

か、その経緯について教えていただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

これまでの地域との話し合いの関係、ま

た、検討の関係ということで御質問いただ

きました。 

公共の空き地としまして、公園引当地に
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つきましては地域に様々な用途で使用して

いただいていることからも、こちらから各

地域へ直接出向いてお話を伺うという機会

は実際に持ってございませんでした。 

ただし、自治会要望等での御意見、また

窓口等で御意見を頂戴することはございま

すので、その際にこちらで協議いたしまし

て、適宜対応させていただいているところ

でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 直接出向くことは

なかったけれども、自治会要望等で対応し

ていただいたということで、北見市に参考

事例があるのですけれど、北見市では平成

２３年度に、８０３平方メートルと比較的

大きい公園引当地だったのですけれども、

北見市の三輪の自治会がいろいろ要望し

て、タッグを組んですばらしい公園にした

という実績があります。 

美幌町も自治会の要望等を踏まえて、い

ろいろ相談を伺ったということですけれど

も、実際にどのような要望があって、その

地域の声を反映して使用したという事例が

あるのかどうか教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 自治会の

方からの声としましては、主に維持管理の

関係で御要望いただくのが多いかと思って

おります。 

例えば、草刈りとかが自治会では間に合

わないので町でやってもらえないかとか、

あとは花壇の花の苗の運搬ですとか、片づ

けを手伝ってもらえないかとか、そういう

声が多い現状でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 実際に、引当地を

こういうふうに活用したいから何とかして

くれという、そういう使用方法に関する相

談は今までないということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 現在のと

ころはそういう御要望は伺っておりませ

ん。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 先ほど、出向いて

利活用について話すことは余りなかったと

いうことですけれども、逆に、おたくの自

治会にはこれだけの引当地があります。何

か使うことがあれば自由に使っていいです

よとか、そういう自治会に対して引当地を

利活用するようなＰＲというか、使う方法

ないですかとか、そういうような自治会に

対するＰＲというのは今までなかったので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 現在のと

ころ、そのようなＰＲを直接自治会にして

いるということはございません。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 具体的な使用要領

について確認したいのですが、例えば、自

治会からの要望というか、話があったとき

になると思うのですけれど、ドッグランに

使いたいとか、自治会でこのスペースを使

って野菜を作りたいというときに、規則上

できるか、できないかという話になるので

すけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 規則上は

行政財産としての特定の用途を絞って、こ

れはできる、これはできないという細かな

項目はないですけれども、今お話がありま

したドッグランにつきましては、公園引当

地が市街地の中にあって、狭いところが多

いということもございます。また、犬のふ

ん、尿の処理とか、あとは鳴き声の関係が

ありますので、環境衛生上、ドッグランに
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ついては難しいと考えてございます。 

また、もう１点お話がありました、地域

で畑としてということでございますが、特

定の個人の方ではなく、公共的な用途とし

て地域の合意の下で引当地の一部で畑とし

て地域の野菜をつくるだとか、そういうこ

とは検討ができるかと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 例えば、うちの隣

に公園引当地があって、車を２台ぐらいと

められるというような小さい引当地だとし

ます。駐車場に欲しいということで、公園

引当地を個人の方に売却するという行為は

どうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 売払いの

関係でございます。 

公園引当地につきましては、公園に準ず

る行政財産として管理しているところでご

ざいまして、特定個人への売払いにつきま

しては、地域内での調整ですとか、既に雪

の堆積場として使用している場所も多いと

いうことから、個人の方に売ることはすぐ

には難しいと考えています。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 当然、自治会の合

意だとか、近隣住民の合意は必要になって

くると思うのですけれど、もし、売ります

となった場合、町独自の規則で完結できる

のか、あるいは国の規則があるから売却で

きないですというのか、その辺はどうなの

ですか。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 公園引当地に

つきましては、その開発地域の面積に応じ

て引当地を一定規模確保しなければならな

いということがあって設置したものでござ

いますので、目的を失うことがない限り、

その分は確保していかなければならないも

のだと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 規則上、売るのは

難しいという話で理解したのですが、いず

れにしましても、今後は、こういう公園引

当地がありますから維持管理だけお願いし

ますという話ではなくて、自治会で何か使

うのであれば使ってくださいということ

で、ぜひＰＲしていただきたいと思いま

す。 

それでは次に、コミュニティー場所の確

保ということで再質問させていただきたい

と思います。 

御答弁の中で、自治会所有の施設、また

は老人クラブが直接借用している施設をと

いうふうにあったのですが、もし差し支え

なければ、具体的な例で説明していただけ

ればと思うのですけれども、要するに、自

治会が直接借りているという話だと思うの

ですけれど、具体的に説明できればしてい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐々木斉君） 自治会が

利用している集会施設でございますが、現

在、町が所有する２１施設につきましては

指定管理をお願いして、利用していただい

ております。 

また、農村地区にあります、例えば桜沢

公民館、美富自治会館、上町自治会館、そ

れから美和南公民館につきましては、自治

会が建てているところもございますので、

そこは自治会が直接所有して使っていると

いう状況になっておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 僻地と言うと失礼

ですけれど、僻地の自治会には自治会が所

有している施設が多いということでよろし

いですね。 

あと、自治会単位で共同で使用している
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というのは、それも同じような形になりま

すかね。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐々木斉君） 自治会が

共同で使用している集会室でございます

が、東町集会室におきましては、東町自治

会、美芳自治会、寿自治会が共同で使用し

ております。 

また、青稲地区ふれあい会館につきまし

ては、青山北自治会、青山南自治会、幸自

治会、美園自治会、美幸自治会、５自治会

で利用しているという具合に、一つの自治

会で利用している施設もあれば、今説明し

たように複数の自治会で利用していただい

ている集会室もございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 御答弁の中で、自

治会、老人クラブなどが所有者から提供を

受けて、状況によっては町がルールづくり

を行うということで御答弁いただいたので

すけれども、自治会の立場で考えてもらい

たいのですが、私が自治会長だとして、大

家さんに、自治会としてここを活動拠点と

して使いたいですと調整するとします。 

そうしたときに、大家さんは、幾らで、

電気代をどうするとか、固定資産税は持っ

てもらえるのかとか、そういう具体的な話

が出てくると思うのです。そうなったとき

に、町はまだそんなルールがない、聞いて

いないということで調整しづらいと思うの

です。 

逆に、行政としては、もしそういうとき

にはこういうルールをつくってありますか

ら、ぜひ自治会と大家さんで調整してくだ

さいと言ったほうが調整しやすいと思うの

です。 

御答弁のように自治会からきたら相談に

のりますではなくて、最初はこちらでルー

ルを提示して、もしあれだったら自治会の

空き家を使ってくださいと言ったほうが調

整しやすいと思うのですけれど、その辺は

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐々木斉君） 御答弁申

し上げます。 

まず、自治会の集会施設のお話をさせて

いただきますと、現在の自治会の集会施設

は集会施設として使っているものと、自治

会の中には集会施設がないところもござい

ますので、例えば町民会館とかを総会など

で使わせていただいている自治会もござい

ます。 

そういった形でいくと、６７自治会につ

きましては、集会、総会を開催するような

集会施設は一応あるという考えでおりま

す。 

それに加えて、集会施設があって、さら

に空き家を活用したいということであれ

ば、議員おっしゃるようにルールをつくっ

てということがございますが、現実に相談

を受けた例もございますので、相談を受け

た中で、そういう対応を考えていきたいな

というふうに考えているところでございま

すので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 地域に集会室がな

い自治会も結構あると思うのです。 

そんなときに、周辺の自治会の集会室と

か、あるいは町民会館を使うと、減免にな

るのは承知しているのですけれど、私が１

番最初に質問したように、我々より若い方

や我々が歩いて、あるいは車に乗って町民

会館に行くのは非常に簡単なことですけれ

ど、免許証を返納した、あるいは８０歳を

過ぎて、つえをついて歩かなくてはいけな

いという住民の方が、たかが１００メート

ル、２００メートルだけれど、町民会館ま

で来てくださいと、なかなか足が向かない

と思うのです。 

そこで、近くに空き家がいっぱいあるの
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だから、それを活用したらどうですかとい

うのがこの質問の前提ですから、それを念

頭に置いて答弁してもらいたいです。 

自治会として空き家を借りたいといった

ときに、町としてのルールがないと調整し

づらいのではないですかという質問ですけ

れども、それはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 地域コミ

ュニティーの場所の部分でルールづくりと

いうことですけれども、自治会ですとか、

老人クラブによって様々な状況があるとい

うのは課題としてつかんでいるところでご

ざいます。 

今後、そういった地域のコミュニティー

の場所という部分も含めて、行政は何がで

きるのか、どう関わっていけるのか、総合

的に検証していきたいと考えております。 

今すぐルールづくりをしてということは

現実的に難しい部分がありますので、そう

いった地域のニーズ等を踏まえて、今後も

そういったルールづくりも含めて検討して

いければと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 一つ事例を紹介し

たいと思うのですけれど、これは東京都豊

島区の話なので田舎の市町村に当てはまら

ないと思うのですけれど、そこがやってい

る事業は、例えば、空き家があってカフェ

とかで使いたいというときに、行政が中に

入ってマッチングさせるという事業なので

す。 

都会は、そういうことで結構利用がある

のですけれど、例えば、それが自治会のコ

ミュニティー場所と置き換えれば、これも

適用できるのかなと思ったのですけれど、

そういうことをやっている自治体もありま

すということで参考にしていただければと

思います。 

いずれにしましても、１番言いたいの

は、２００メートル、３００メートルだけ

れども、年をとればとるほど非常に遠い距

離に感じます。行動範囲が狭くなります。 

だから、おたくの自治会は集会室がない

けれど、代わりに町民会館が使えますとい

うだけでは人は集まりませんということだ

け理解していただきたいと思います。 

３番目に、コロナの検査キットについ

て。 

薬局とかで見ますと、３,０００円前後で

抗原検査キットが売っているのですけれ

ど、そこには研究用と書いてあるのです。 

美幌町が保有しているものも研究用だと

思うのですけれども、教えていただきたい

のですが、この研究用のほかに何か種類が

あるのか。もし、あるとすれば性能が何か

違うのかどうか。それとも研究用しかない

のかどうか。 

その辺がわかれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの御

質問でございます。 

私どもで保有している分は、議員おっし

ゃるとおり研究用でございます。 

もう一つ、医療用という区分で検査キッ

トがございます。これは本来、医療機関等

が使用して、医師の診断のために用いるも

のとして存在したものでございますが、今

般の新型コロナウイルスの感染拡大という

ことを受けまして、国は９月２７日付で一

般の薬局での販売を認めたところでござい

ます。 

市中には、研究用、それと医療用の検査

キット、２種類が流通しているということ

にはなっておりますけれども、本町、北見

市においても、薬局においては医療用の検

査キットは取り扱っていないということで

確認が取れているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 医療用と研究用で
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性能が違うかどうか、わかれば教えていた

だきたいです。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 大きな違いと

いうのは、検査の精度がまず違います。 

それと、今一般的に医療用として流通し

ているものは、鼻腔のぬぐい液をもって検

査するというもので、唾液につきましては

今承認申請中だったかと思います。その使

い方の違いだと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 美幌町も今般配付

の拡大ということで、緩和して多くの方に

使っていただくというやり方で拡大したの

はよかったのですけれど、必要な方は申請

してくださいという、どちらかと言えば、

待ち受けているやり方なのかなと思うので

す。 

積極的にやっている自治体もあるので

す。介護施設とか、あるいは子供がたくさ

んいる世帯に何かあったときにはすぐに使

ってと、学校を通じて配っているという自

治体もあるのですけれど、美幌町はそうい

うやり方は取らないのですか。 

申請してもらうというのは、なかなか勇

気がいる。申請すればもらえるのでしょう

けれど、そうではなくて、積極的にこれを

あげるから使ってくださいというやり方の

ほうが親切だと思うのです。そういう考え

はないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議員おっしゃ

るとおり、あらかじめ配付していれば皆さ

ん使いやすいと思います。 

ただ、個数にも限りがあって、その個数

をどの範囲で配付すればいいとか、様々な

問題が出てこようかと思います。 

したがいまして、私どもが今回１２月に

要綱改正した制度設計といいますか、仕組

みといたしましては、その部分については

従来どおり申請をいただくこととして、申

請をいただいた場合については、従来のよ

うな複雑なものよりも、スピード感を持っ

て皆様にお渡しできる体制を構築していき

たいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） クラスター防止と

いうのが１番の目的だと思うのです。 

そうなると、介護施設で働いている職員

の方が、入所している、利用されている方

については外との接触はほとんどないと思

うのですけれど、職員の方は非常に接触が

あると思うのです。家庭で言えば、ひとり

親世帯ですとか、お子さんが３人、４人の

多子世帯ですとか、非常に感染リスクが高

まると思うのです。 

そうした時に、最初から配っていること

によって非常に簡易に使えますし、そのほ

うがクラスターを防げるのではないのかと

思うのですけれど、そういう考えはないで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 確かに議員が

おっしゃるとおり、クラスターを防ぐとい

う部分も重要かと思います。 

ただ、今回配付の基準を変えたというこ

とにつきましては、そもそもこの制度設計

をしたときには、クラスターを主眼に置い

て制度設計をいたしました。 

今回、一定程度この地域の感染が収まっ

ていることを踏まえまして、他地域からの

ウイルスの持込みを防ぎたいということ

で、帰省者等も対象者に拡充したところで

ございます。 

したがいまして、そちらのほうに重点を

置いて、今の落ち着いた状況下の中では進

めていきたいと思いますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 
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○１番（戸澤義典君） そうですね。 

現状は、昨日ですと北海道では２名の新

規感染者ということで、非常に少ない状況

でいいと思うのですけれど、第５波のよう

に、この地域まで及ぶ時には、ぜひ今日の

言葉を念頭に入れて考えていただきたいと

思います。 

それから、今年の６月に、厚労省の新型

コロナウイルス感染症対策推進本部から各

都道府県宛てに、医療機関・高齢者施設等

への抗原簡易キットの配付事業についてと

いうことで来ているのです。 

美幌町にどういう形で来ているかわかり

ませんけれども、それを見ますと、感染拡

大したから、医療機関、高齢者施設に対し

て簡易キットを配付しますと、配付希望を

取りますから取りまとめてくださいという

内容の業務連絡ですけれども、これについ

ては見た覚えがあるか、対応した覚えがあ

るのかどうか、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 申し訳ござい

ません。 

そういう発出があったとは思うのです

が、私は認識しておりません。 

申し訳ございません。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） こういう通知があ

ったから、当然高齢者施設とか、医療機関

には配っているのかなと、それが前提にあ

って質問したのですけれども、後でこれを

お渡ししますので、確認していただきたい

と思います。 

今後、美幌町においても感染拡大しない

ことを祈りますが、もしそういう事態にな

った時には消極的配付ではなくて、積極的

配付ということを念頭に置いて、引き続き

クラスター対策をやっていただきたいと思

います。 

以上で、私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時３０分といたします。 

午後 ０時０９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

なお、松浦議員においては、説明用のパ

ネルの持込みを許可しておりますので、御

了承のほどお願いいたします。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君）〔登壇〕 それで

は、さきに通告しました一般質問、大きく

三つ、細かくいっぱいあります。 

それでは、まず一つ目、公共施設におけ

る障がい者等用駐車スペース（思いやり駐

車場）の設置について。 

これについては、車椅子使用者の駐車ス

ペースと車椅子を使用しない障がい者や妊

婦、高齢者の駐車スペースの確保と掲示に

ついてであります。 

障害者手帳、療育手帳、福祉手帳などの

３種の手帳を交付されている方が優先利用

できる駐車スペースの設置についてお聞か

せ願いたい。 

一つ、役場新庁舎の駐車場について、北

海道福祉のまちづくり条例にある駐車場整

備基準により障がい者の使用するスペース

の確保と掲示はどのような設計になってい

るのかをお聞かせ願いたい。 

二つ目、広い幅の駐車スペースが必要な

人向けと、通常の幅でも乗り降りが可能な

人向けにデザインを分けている地方公共団

体も存在します。また、障がい者や妊産

婦、高齢者、けが人など、歩行が困難な

方々を支援するために、思いやり駐車場な

どの名称で駐車区画を増設する自治体もあ

ります。 
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役場新庁舎の駐車場整備及び既存公共施

設における思いやり駐車場の確保と掲示に

ついて考えをお聞かせ願いたい。 

三つ目、障がいのある方のために確保さ

れた駐車スペースに、障がい者が利用でき

る建築物、施設であることを明確に示す世

界共通のシンボルマークが掲示されること

が多いが、マーク自体が車椅子の形を模し

ているので、車椅子の人のための施設や設

備を表現しているものと誤解されることも

多い傾向ですが、対象としているのは全て

の障がい者です。障がいのない人がそこに

駐車するなどして、障がいのある方が障が

い者のための駐車区画を利用できないとい

う問題を解決する必要があります。 

これを解決するために、障がい者等用駐

車区画の利用対象者を限定し、あらかじめ

利用証を交付することで、利用証のない人

の駐車を防ぎ、利用証を持った障がい者な

どが適正に駐車スペースを利用できること

を目的とした制度がパーキング・パーミッ

ト、ひとにやさしい駐車場利用証制度であ

ります。 

この制度の認識と導入について考えをお

聞かせ願いたい。 

続きまして、大きく二つ目。 

エッセンシャルワーカー（日常生活に必

要不可欠な職業）の人員確保と支援につい

てであります。 

一つ目、保育士、介護職員、看護師の給

料３％引上げについて。これは国の経済対

策。 

一つ、看護や介護、保育などの職種につ

いて、国は来年２月から月額で３％程度引

き上げる方針を固めたとの報道がありまし

たが、美幌町内で働く方の給与水準（月

額）と２０２０年賃金構造基本統計調査に

よる保育士２４万５,８００円、介護士２３

万９,８００円、看護師３０万９,１００円

との比較についてお聞かせ願いたい。 

介護保険施設等については、６年ごとの

施設の更新手続と６年の指定期間内に最低

１回以上実地指導が行われている。給与支

給額の実態について把握されているのかお

聞かせ願いたい。 

また、保育園、幼稚園、病院等の給与実

態の調査が可能であるのかお聞かせ願いた

い。 

二つ目、国の政策での３％給与引上げと

なった場合の確認は可能なのか。また、指

導は可能なのかお聞かせ願いたい。 

大きく二つ目、ガス、電気、水道等の公

共インフラ従事者と運輸業従事者の人員確

保と支援策についてであります。 

日常の暮らしに必要不可欠な職種であ

り、少子化による人員確保が急務と思われ

ます。人員の確保策としては、若年層の定

着率向上と定年の延長、技術取得への支援

策等が必要と思われます。人材育成と企業

支援については、長期的な施策の実現が必

要と考えます。 

一つ、働く人への支援策についての考え

をお聞かせ願いたい。 

技術力向上や資格取得等の人材育成施策

の推進の考えがあるのかお聞かせ願いた

い。 

二つ目、企業に対する支援策としての考

えをお聞かせ願いたい。 

公共事業発注等において、地元企業を優

先して指名競争入札を執行しているが、さ

らに受注機会が向上する総合評価の導入等

の方策があるのかお聞かせ願いたい。 

続きまして、最後の大きな三つ目に入り

ます。 

財政運営計画について。 

一つ目、次年度予算編成の優先施策につ

いて。 

令和４年度の予算編成とその執行につい

ては、町長就任後の集大成となることか

ら、予算編成に向けての優先施策について

お聞かせ願いたい。 

一つ目、産業分野や福祉分野の重要施策

をお聞かせ願いたい。 

二つ目、行政改革の成果と課題をお聞か
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せ願いたい。 

続きまして、同じく大きな二つ目、図書

館の建て替えについてであります。 

財政運営計画に令和４年度以降の建設と

明示されており、図書館の建て替えについ

ては多くの町民の期待がありますが、教育

政策の重要課題と認識しています。計画の

進捗状況をお聞かせ願いたい。 

また、令和５年度以降へ計画変更となる

場合、令和５年度の町長選で建て替え計画

の是非を問うのか、町長の考えをお聞かせ

願いたい。 

以上、大きく三つ、細かくたくさんよろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 松浦議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、公共施設における障がい者等用

駐車スペース（思いやり駐車場）の設置に

ついてですが、１点目の役場新庁舎の駐車

場についてですが、多数の者が利用する建

築物については、車椅子使用者が円滑に利

用できる駐車場の整備を北海道福祉のまち

づくり条例の整備基準によって行うことと

されております。 

役場新庁舎におきましてもこの基準に従

い整備をしており、幅員・奥行き等のスペ

ースを十分に確保の上、庁舎の正面玄関か

ら近い位置に２台分を整備し、駐車場と正

面玄関までの動線に屋根を設けることで設

計の上、現在整備を進めているところであ

ります。 

また、掲示については、路面に障がい者

のための国際シンボルマークを表示するほ

か、視認性の高い看板を設置することとし

ております。 

２点目の思いやり駐車場についてであり

ますが、役場新庁舎につきましては、先ほ

ど答弁いたしました車椅子使用者が円滑に

利用できる駐車場を、障がい者や妊産婦、

高齢者、けが人など歩行が困難な方々など

につきましても御利用いただける思いやり

駐車場として整備することとしたところで

あります。 

また、掲示につきましては、看板などに

より、障がい者のための国際シンボルマー

クに加え、各対象者に応じたピクトグラム

などを用いて、対象者の方に分かりやす

く、かつ利用しやすい表示を行うことで準

備をしております。 

なお、庁舎以外の施設としましては、保

健福祉総合センターにも屋根つきの駐車場

を、他の施設においても駐車スペースを用

意しているところでありますが、掲示の方

法などにつきましては、適宜研究をしてま

いりたいと考えております。 

３点目のパーキング・パーミット制度に

ついてでありますが、利用証を交付するこ

とにより、特に外見では分かりづらい内部

障がいのある方や妊産婦などが、障がい者

等用駐車区画を利用しやすくなるととも

に、健常者の不適正利用の防止などに効果

があると認識しているところであります。 

役場新庁舎を含め、公共施設の駐車場利

用につきましては、基本的に利用証による

御利用ではなく、御自由に、かつお気軽に

御利用いただくこととしております。 

現在、利用証制度の導入につきましては

考えておりませんが、障がい者等用駐車区

画につきましては、本来御利用されたい方

が利用できない等といったことがないよ

う、適正利用を促す注意喚起の表示などを

含め、必要な対策を講じるとともに、満車

の場合などにつきましては、職員が御案内

するなどで適宜対応してまいりたいと考え

ております。 

今後も御利用される方の声を取り入れつ

つ、快適に御利用いただけるよう研究して

まいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

次に、エッセンシャルワーカー（日常生

活に必要不可欠な職業）の人員確保と支援

についてですが、１点目の美幌町内で働く

方の給与水準（月額）についての御質問で
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ありますが、介護職を含めた美幌町内の給

与水準は把握しておりません。 

また、町職員におきましては、勤務する

職員の本年１１月給与月額で算定した場合

ではありますが、保育士が２７万７,０００

円、看護師が３０万６,６００円という状況

にあります。 

次に、実地指導における給与支給額の実

態についての把握の御質問でありますが、

介護保険法において地域密着型サービス事

業を行う者について市町村長が指定を行

い、指定期間内に事業所へ訪問し、実地指

導を行っております。 

指導については、厚生労働省が作成して

おります介護保険施設等指針及び指導マニ

ュアルに沿って、人員配置、設備状況、運

営体制の確保、勤務の体制、処遇の加算・

減算、非常災害時マニュアル等を中心に確

認を行っており、給与支給額の実態につい

ては確認項目にないため把握しておりませ

ん。 

次に、保育園、幼稚園、病院等の給与実

態の調査が可能であるかの御質問でありま

すが、町立の施設はこの調査等についての

実態の把握は可能ですが、私立や民間の認

定こども園や認可外保育所、民間の医療機

関などについては、権限がありませんので

調査することは難しいと考えております。 

２点目の国の政策での３％給与引上げと

なった場合の確認及び指導が可能なのかの

御質問でありますが、通常の場合、介護施

設、保育園、病院等に対して給与等の確認

及び指導について行うことはできません

が、今回の給与引上げは、コロナ克服・新

時代開拓のための経済対策により行われる

ものでありますが、現在のところ詳細が示

されておりませんので、御理解をお願いい

たします。 

次に、働く方への支援策についてであり

ますが、現在、町では技術向上を目的に各

種の職業訓練教育を行う北見地域職業訓練

センターに負担金を支出しているほか、商

工会議所との連携の下、中小企業大学旭川

校への研修受講活動に対する助成を行って

いるところであります。 

また、季節労働者の通年雇用化を促進す

るため、美幌・津別地域季節労働者雇用促

進支援協議会の事業となりますが、人材育

成事業、安全衛生教育、資格取得などの各

種事業を実施しております。 

今後とも、少子高齢化が深刻化する中、

地域経済や公共インフラを支えていく人材

確保と人材育成は重要な課題であると考え

ており、引き続き、これまでの事業を継続

するほか、新たな支援策についても検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。 

次に、企業に対する支援策として、公共

事業発注等における総合評価の導入等につ

いてですが、本町では、地方自治法及び美

幌町財務規則に基づき、指名競争入札また

は随意契約の方式を採用しているところで

あります。 

御質問の総合評価方式は、価格と価格以

外の要素を総合的に評価して、発注者にと

って最も有利な者を落札者とする方式であ

り、応募者から提出される技術資料により

提案内容の評価を行い、入札価格が予定価

格の範囲内にあるもののうち、評価値の最

も高いものが落札者となります。 

本町が入札・見積案内をしている業者

は、本町において入札参加資格等の登録を

している業者のため、必要な履行能力を有

していると判断しており、競争の原理を働

かせ、経済性を確保するという観点から

も、引き続き、指名競争入札または随意契

約の方式を採用していく考えでありますの

で、御理解をお願いいたします。 

次に、財政運営計画について。 

１点目の次年度予算編成の優先施策であ

りますが、令和４年度の予算編成につきま

しては、私の任期最終年となることから、

美幌の活力を高め、次代につなげるまちづ

くりを目指し、重点施策の着実な実施を図
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る考えであります。 

御質問の優先施策につきましては、１１

月２４日に開催いたしました予算編成打合

せ会議において、宿泊施設誘致支援策の検

討や次期廃棄物処理施設の整備促進など、

重点的に取り組むべき２６事業の実施につ

いて、各部局へ指示を行ったところであり

ます。 

次に、産業分野や福祉分野の重点施策に

ついてですが、産業分野につきましては、

特に、町の基幹産業である一次産業の農林

業の振興、森林公園の魅力向上としてみど

りの村の振興、コロナ禍における経済対策

として商工業の振興、国道２４３号線を軸

とした観光の振興の４点に重点を置いてお

ります。 

また、福祉分野につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症への対応、子ども・子

育て支援の充実、高齢者福祉の充実につい

て、重点的に取り組むべき事項としており

ます。 

行政改革の成果と課題についてですが、

現在、第４次美幌町行政改革大綱の第２次

美幌町行政改革実施計画、平成３１年度か

ら令和４年度までの４年間に基づき、行政

改革に取り組んでおります。 

取組事業の総数は３０事業であります

が、おおむね計画どおり事業が実施され、

一定の成果があるものと認識しており、公

有地の売払いなど、令和２年度実績で１億

１,７９７万１,０００円の効果があったと

ころであります。 

行政改革における課題につきましては、

住民ニーズの複雑化・多様化により、行政

に求める施策も変化していることに加え、

デジタル化などの新たな施策に対応してい

く必要があると考えております。 

今後とも最大の効果を最少の経費でとい

う考えを持ち、行政の質を維持、高められ

るよう、行政改革に取り組んでまいりま

す。 

２点目の図書館の建て替えに係る計画の

進捗状況でありますが、本年６月に１２名

で構成する図書館整備検討委員会を組織

し、帯広大谷短期大学の副学長をアドバイ

ザーに迎えて改築に向けた検討に着手して

いる状況にあります。 

これまでに４回の検討委員会を開催する

ほか、視察研修を行いながら、本年度中に

基本構想を、令和４年度末までに基本計画

を策定することで作業が進められておりま

す。 

なお、令和５年度以降へ計画変更する場

合の次期町長選での建て替え計画の是非を

問うのかについては、私の現任期中におい

て、基本構想と基本計画を策定したい思い

を持っておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、項目

が多いものですから、要点を絞って質問し

ます。 

まず、大きく１点目の駐車場、北海道の

整備基準に従ってやるという回答ですけれ

ど、北海道の整備基準、要するに幅３.５メ

ートル、中２.４メートル、必ず車と車の間

に１．４メートル幅を設けるという形が北

海道の整備基準でありますので、極端にい

くと、しゃきっとは該当になっていない。

町民会館も違うかなと。 

今回の行政側の回答の中で、まちづくり

条例に従ってやりたいということなので、

しっかり北海道の基準どおりできるという

ことで、それを回答として承知していいで

すか、町長。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） そのとおりでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） よろしくお願い
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します。 

続きまして２番目、思いやり駐車場とい

う形で北海道の指針も出ていまして、身体

障がい者の駐車場の横に普通の人たちと同

じ幅で明示だけしようと、これを日本全国

で取り組んでいる県・市が半分以上ありま

す。北海道については、道では推奨してい

ますけれど、なかなか取り組んでいる町が

少ない。 

ただ、この掲示物については、どんどん

進んでいるのが現状かなと。自分も退院し

た後に、車椅子のところに車をとめたかっ

たけれども、車椅子ではないのでとめにく

くて困ったなと。でも、歩くにも困ったの

だけれど、普通にとめたのです。僕と同じ

ように、車椅子のパークはとめたくても抵

抗があるのです。それを解消するためにつ

くっているのが新しいマークのやり方で

す。 

それを思いやり駐車場、ハートプラス、

心の中に一つ思いやりを入れましょうとい

うことで、２個目の回答もこれについては

検討してまいりたいと書いていますので、

今の駐車場は車椅子２台と聞いていますけ

れど、それ以外にそのマークの使用を、道

の指針のとおり進むことの検討でいいのか

どうか、回答をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今、御指摘が

あったとおり、当初は思いやり駐車場２台

分に車椅子の方、あるいは車椅子以外の方

も広く御不便をかける方については使って

いただくことで想定しておりましたが、今

御指摘があったとおり、車椅子の２台分と

また別に、車椅子を使用されていない、内

部疾患の障がい者、あるいは高齢者、妊産

婦、けが人などの方が使用できるスペース

を別途設けることで考えてまいりたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） これは見せるた

めに持ってきたのですけれど、緑の部分が

シートだったり、看板もあるし、北見にも

一部あるのです。 

これは北海道からデータをもらったので

すけれど、北海道もイオン北海道で業者が

つくってくれた物をもらったということ

で、全国の商業スペースが先に動いてい

る。このデータも１個１個取れます。あ

と、違うマットもあるのですけれど、おお

むね京都だとか、いろんなところを見る

と、ほとんどこの四つのマークが集中して

いるのです。ペーパーを渡しましたが、国

際シンボルマークはわかるのですけれど、

さすがにとめにくいです。 

美幌町も内部障がい３手帳の人、内部疾

患、その他の疾患者を入れると、人数は多

分民生部でわかると思いますけれど、２,０

００人近い方が該当になるのです。こうい

う方が美幌町に来るときにとめにくい。 

今回、コロナ対策を含めて申込みをした

ときに、とめるの大変だった人たちが相当

数いた。具合が悪い人がとめるところがな

くて、当日それで困ったという話もあった

のです。 

それで、前回の全員協議会のときも、し

ゃきっとの駐車場を含めて駐車場のスペー

スを空けるべきではないかというのは、そ

ういう体の調子が悪い方、あと高齢の人た

ちはぐるぐる駐車場を回ったり、戻ったり

が多いです。 

そういう人たちがしっかりとめられるよ

うに、行政の回答では職員もしっかり応援

しますと言ってくれていますので、ぜひこ

のマークの使用を美幌町から率先してやっ

てもらえれば、福祉のまち美幌町になると

思っていますので、よろしくお願いしたい

のですけれど、町長どうですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、総務部長から

お答えをしたとおり、別途表示を実施する

ということで、私もそういうふうに理解し

ておりますので、しっかり行いたいと思い
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ます。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ここのところで

三つ目です。 

このパーキング・パーミットと掲示しよ

うということなのですけれど、いろんな団

体もまだこの運動をしていないのはわかっ

ています。 

ただ、これが本当にトラブルがあるの

か、ないのかということも考えると、いろ

んな手続の関係で行政の負担が年間何百万

円もかかる可能性もあるという実態がある

のです。 

それであれば、今、この方策を行政では

今のところ検討はしないと言っていますけ

れど、もしも、そういう駐車場のことで困

っている人たちが、いろんなところでこう

いう形を取るほうがいいというときに、そ

ういう形で行政との協議をしたいというと

きにはしっかり社会福祉協議会も含めて、

行政で検討に入ることは可能かどうか。そ

のときは可能かどうかだけ最後に返事をく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回質問いただい

たことについては、私どもの答弁もそうで

すけれど、庁舎だけでなく、やるとするな

らば公共施設も含めて全部ということであ

ります。 

ですから、社会福祉協議会等の関係する

ところともしっかりと協議をしなければな

らないということで、やるやらないという

よりも、今答弁をさせていただきましたけ

れど、関わる職員は障がいを持った方々と

か、妊婦の方々などフォローできるものは

しっかり向き合って対応していきたいと思

いますので、御理解よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 大きく２番目の

エッセンシャルワーカー、日常生活に必要

不可欠な職業の人員確保と支援についてに

入ります。 

まず大きな一つ目、給与３％の引上げに

ついて、行政でもなかなか調査しにくい、

実態の把握ができる権限もないということ

はわかっています。ただ、美幌町におい

て、行政がしっかりやらないといけないの

かなという部分があると思います。それは

マンパワー、要するに人材確保。 

高齢化社会において、かつ地方の行政に

は、暮らしの安全、今言ったマンパワーの

確保が重要ですけれど、この部分について

町長が今考えていることがあれば、どのよ

うな形で考えているか、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 松浦議員、もう一

度。 

○１２番（松浦和浩君） この１番目の質

問の中で、高齢化社会にマンパワーが必要

なのですけれど、地方に絶対に人員が必要

なので、町長はその部分をどのような認識

を持っているかということを聞きたいので

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 大変失礼いたしま

した。 

今、松浦議員がおっしゃったとおり、地

域においては人材確保は重要だと思ってい

ます。 

新年度予算も含めて、どうすればそうい

う方々、基本的には地元でそういう教育を

受けながら、外に出て行った人を何とか呼

び戻す方法を主に政策を検討している状況

でありますので、そういう人たちの必要性

の認識というのはしっかり持っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この人材という

のが地域にとっては本当に重要だなと。 

今は少子高齢化社会と言いますけれど、

真ん中の働き手が増えていない。高齢の人
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はどんどん増えるけれど、今より介護を受

ける人たちの数は減らないです。人口統計

でいくとそんなに多くはならないです。た

だ、若い人が減っていく。若い人というの

は、生まれる子供ではなくて、働く人たち

がいなくなる前提の統計ですから、そこを

食い止める政策をしっかりやってもらいた

いなと。 

これについては、財政のところでまたや

りますのでこのぐらいにしておいて、ここ

で１番重要なのは、国の経済対策で３％引

上げを方針で出した。これは十数年前にも

１回あったことは知っているのです。その

ときには、たしか美幌町の統計では一．

何％、全道でも二．何％、オホーツクも少

なかったのです。 

結果的に国の３％は賃金値上げにダイレ

クトではなかった。上がらなかったという

のは数年前にどこの自治体も経験している

のです。 

今回も同じように、せっかくの国民全員

の税金が、その人たちにいくものがいかな

いとなれば、地元の働く人たちにとって賃

上げがなされない。そんな実態は避けたい

と思って質問しました。 

福祉施設というのは、投資利益は出ない

です。維持利益は出ます。ですから、借入

金を返すことを考えれば、利益率は上がら

ないです。 

入ってくるお金は一定ですから、入って

くる人から売上げが増えるということには

ならないです。 

そうすると、給料も当然定期昇給だと

か、上積み昇給というのは相当数見込めな

い。そうなれば、高値安定でいくというの

がもともと国の政策だったのですけれど、

これが今美幌町では本当に高値安定なのか

どうかというのが僕はわからないです。 

ただ、３％といったって、１０万円の

３％と２０万円の３％は倍違いますから、

この実態をどうにか解明しないといけない

のかなと思うのですけれど、回答の中では

美幌町では確認はできないと言っています

けれど、美幌町が介護保険料を町民から取

っている。施設の経営があるので、前提に

介護保険制度で取っているのです。 

福祉団体、こういう介護施設は準公共施

設の扱いとなれば、当然、北海道が第一監

督者ですけれど、美幌町もそれなりの責務

はあると思うのですけれど、この部分につ

いて、どのような考えをお持ちなのか、お

聞かせ願います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 国の３％引上げに

ついて松浦議員からもお話がありましたけ

れども、私もこれがどういう形で現れてく

るかは正直言ってわからない状況です。 

ですから、今回の御質問の中で高値安定

という話ではあるけれど、本当にそれもど

うなのか。 

御質問の中において、本来は道がと言い

ながら、道もそこまで踏み込むかどうかも

わからない中で、ただ、私どもとしては地

元のそういうところで働いている方々、で

すから、権限はないというのは当然理解を

しているのですけれども、実態としてどう

なのかということ、働いているそういう重

要な方々の給与が少しでも上がるように、

これはお願いかもしれませんけれど、どこ

かでしなければならないのではないか。た

だ、どこまで踏み込んで、給与に反映して

いないのではないかというようなことは難

しいのですけれど、私の今の考えとして

は、少しでも給与に反映するよう努力をし

ていただきたいと、そういう思いをしっか

り伝えることが重要かなと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 権限だとかは相

当壁があると思うのです。 

こういう福祉も含めて、バリアフリーに

しましょう、ユニバーサルデザインにしま

しょうと言いながら、経営となるとなかな
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か行政が口を出せないことはわかっていま

す。 

ただ、その中でも行政で検討できないか

と思う部分は、そういう人たちの声をどこ

かで聞く。打開策がある、ないにかかわら

ず、そういう人たちの思いを行政でもしっ

かりと受けるような場所が必要だと思うの

ですけれど、そういう形で聞いてあげるの

も解決の一つですから、そういう場面をつ

くることを私は考えるべきだと思い、ここ

で意見だけ言って、なかなか厳しいことな

ので、ぜひ検討してほしいと思っていま

す。 

時間がずれているので、今の件について

は、ぜひ働く人の声をどこかで集約してほ

しいという意見だけで終わります。 

同じく、次の企業支援について入りま

す。 

回答にもありますけれど、公共事業とい

うのは、いろんな資材の購入だとか、物販

購入だとか、そういうものを含んで動くの

です。 

事業税があれば、美幌町に入ってくる。

だから、税金で公共事業をやっても企業の

税収がはね返ってくるという仕組みが税の

回転ではないですか。これをしっかり確認

を取ることも美幌町の責任だと思うので

す。 

そういうことを考えますと、投資したお

金を税金として回収するのだということ

を、しっかりと美幌町の町長を含んだ執行

部が税の回収率について、どのぐらい重ん

じているのか。その辺で何かあれば、ぜひ

町長の一言をお聞きしたいと思うのですけ

れど。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、地元にいろん

なことを発注等も含めてやったときに、そ

れが税金が原資になっているということも

あって、税の回収という言い方で御質問が

あったのですけれど、なかなかそういうふ

うに、これだけの戻りとか、そういう認識

は正直にお答えしますと、今きちんとお答

えできるような答えを持っておりません。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 先ほど、公共工

事の競争入札で、競争という入札そのもの

だとか、競争の原理というのは、実は平等

性も優先もないです。 

ただ、美幌町もほかの地方と同じように

人口が減ってきました。産業の行く先を考

えましょうという中では、何かの政策が必

要かと思うのです。 

町長ならよくわかっていると思うのです

けれど、美幌町の森林の関係で、カーボン

オフセット、企業の森林づくり政策をやっ

ているではないですか。これは昔で言うと

ころのロハスの該当なのです。ライフスタ

イル オブ ヘルシー アンド サスティ

ナブル。 

今その計画をやりましょうと。その計画

をつくるというのが、今流行っている話で

はないですか。ＳＤＧｓ。サスティナブ

ル、継続しましょう、計画をつくりましょ

う、実行しましょう、この頭にあるのがロ

ハスなのです。 

よくよくひもといて僕も勉強してみた

ら、このロハスというのはサスティナブル

経済と言って、環境と企業と利益と回しま

しょうということで、実は十数年前から美

幌町でやっている森林認証の政策というの

はこの計画にぴったりなのです。 

この部分で、企業の森林で補助金をもら

ったり、美幌町のほかからお金をいただい

て森林にお金を使っている。美幌町の投資

を減らして、カーボンオフセットで頑張り

ましょうと。これは既にすごい循環型経済

の一端だと。 

一つでも美幌町は成功しているほうなの

で、僕はこの部分をまだまだ強化してもい

いのかなという思いがあるのですけれど、

これについては三つ目の質問でやりますの

で、それを前提に次に入りますけれど、森
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林を含めた経済政策というのは、実は美幌

町はやっているのだということを今ここで

訴えて、三つ目の大きな質問に入ります。 

財政運営計画について入りますけれど、

ここには企業対策、産業対策をどうします

かということで、回答の中でも各種政策を

取っている。そして、産業対策もしっかり

行いたいという中でも農業の振興だとか、

みどりの村、商業の発展、観光振興をしっ

かりうたってくれていますので、ほっとし

ています。 

福祉支援につきましても、コロナ対策、

子ども・子育て支援、高齢者支援の充実と

いうことを書いています。 

いろんなことを書いていますけれど、美

幌町も今年１１月に交付税措置が例年より

増えたということで、よかったのですけれ

ど、実際、この交付税があってもなくて

も、美幌町の社会保障の金額は毎年減るわ

けはないと思います。 

今後、この社会保障の金額の維持という

のは、人口から見てどんどん減ると思うの

ですけれど、減ったら困るけれど、減ると

してもこの財源の確保が相当厳しいと思う

のですが、その辺の認識はどうなのかお聞

きします。 

社会保障のお金の維持です。どこまでい

けるのか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、社会保障、交

付税というふうに主たるものはいただい

て、あとは特財というか、国の制度ごとの

補助金をいただいている中において、それ

は美幌町だけがという認識を私は余り持っ

ていないです。 

これは本来、国が国民をどう守るかとい

うことの中でいけば、今言ったような社会

保障制度も含めた財源というのは、確保し

ていただかなければならないという認識で

あります。 

今後このことに対して、国の都合でとい

う言い方は適正かどうかわからないけれど

も、そのことで入ってくるお金が少なくな

ったから、申し訳ないですけれど町民の皆

様これについて我慢してくださいという考

えは私は持ち合わせてはおりません。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、美幌町の産

業界を含めて、高齢化社会になったらどう

なるかといったら、若い人の雇用が少ない

ものですから、当然若い人の働き手が少な

いとなると将来にわたる税収が減るのかな

と。 

そのときに、先ほど言った高齢者の数は

十数年減らないですから、社会保障に対し

て美幌町の負担も増えるのかなと。なの

で、どこかにきちんとした目安をつくるべ

きかなと思って質問しました。 

次に、行政改革という形で質問させてい

ただきまして、この行政改革の部分で、実

績で１億１,７９７万円ぐらいの効果があっ

たと。しっかり行政でもやっているという

ことはわかります。 

同じ行政改革の中で、数年前に美幌町の

パート職員が会計年度任用職員に変わった

ときに、美幌町の職員の数と任用職員の数

が結構いたということで、行政改革の中

で、そのときは苦しかったですけれど、行

政経費の固定費、職員の数は決まってい

る。個々の会計年度任用職員を正職にした

ら、当然、給料が増えるではないですか。

ところが、雇い入れている数が減ってしま

うので、離職の人が増えると。相反してし

まうのです。正職にすると。 

そこの部分をこの会計年度任用制度を入

れた後、行政改革としてその辺をどのよう

な認識で検討しているのか。 

もし、行政改革に関連して検討している

ことがあればお聞かせ願いたいです。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） お尋ねの件を

お聞きして、私の理解が深まっていないの

で、答弁できるかわかりませんけれども、
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結論からいって、会計年度任用職員制度に

ついて、行革の視点で検証したということ

はありません。 

当時も説明したと思うのですけれども、

行政サービスをしっかり維持、提供してい

くために、行政運営体制をどのように確立

していくか。そのために正職員とそこを補

う会計年度任用職員の皆さんにもお手伝い

をいただいた中で、町民サービスを提供し

ようと、そういう体制を築いてきておりま

すので、繰返しになりますが、行革という

視点では検証していないということで御理

解をいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） そういうことで

あれば、そういうことだということでまず

認識して、次にどうすべきかというのは、

また後日ゆっくり私も検証して、また一般

質問をしたいと思います。 

今日は多いものですから、どんどんさば

いていきますけれど、１番最後のところで

す。図書館。 

実は、去年も図書館はどうするのです

か、仲町公住もどうするのですかという質

問をしたのですけれど、今回、図書館につ

いて財政運営計画の中で明示されておりま

すので、再度質問しました。 

正直に言って、公共施設はつくってしま

えばいいのではなくて、建て替え、経過年

数、老朽化含めて、建てたときに既に壊す

ことと維持すること、そして建て替えする

お金を用意するのが公共施設の在り方かな

と思っています。 

今回、図書館が建て替えとなれば、実際

に今、図書館を建て替えるお金の蓄えはど

のぐらいお持ちなのか、お聞かせ願いたい

です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） お尋ねは、図

書館建設のための財源をいかほど確保して

いるかというお尋ねだと思いますが、明確

に図書館を建設するための財源という意味

で、別立てで用意しているものは今現在は

ございません。 

ただ、公共施設の一部でありますので、

仮に図書館を建設するということになれば

公共施設整備基金がございますので、そう

いった基金を活用した中で建設事業を進め

ていくことになろうかと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） その基金が確か

に何億円かあったとしても、令和５年、６

年に公営住宅の建て替えだとか、いろんな

施設があるではないですか。 

僕は図書館については、やはり老朽化し

ているし、教育の場として早くいいものに

建て替えてほしいと思っているのですけれ

ど、それがゆえに違う財源が減ってしまう

のはどうなのかと。 

長期借入する分を起債組むのはいいです

けれど、図書館を建てるにおいて、もう令

和４年となりますが、もう少しでもお金を

残す努力というのは始まっているのかなと

思うのですけれど、それについては令和４

年度の計画以降どのように考えているので

すか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの財政

運営計画のお話だと思いますけれども、令

和４年度に向けて、また今後の財政運営計

画を新たに策定という形もありますし、今

後整備する公共施設、図書館だけではござ

いませんので、そういう部分を１回整理し

た上で様々な財源、補助金、あと起債を含

めて計画をしっかりして、それに計画年度

をしっかりとした整備計画の下に、その財

源を基金等で必要なものを積み立てていく

という考えでございますので、具体的にこ

の分では幾らここでという形にはなりませ

んが、そういう部分は計画的にしっかり財

政措置、積立てをしていきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思いま
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す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町民税の税収が

大きくないものですから、どうしても国、

その他頼りになってしまうのですけれど、

やはり税金というのは、昔で言うところの

いい表現を使ったら集中投資、優先投資だ

とか、そして無駄に使わないということが

ありますので、それがゆえに、しっかりで

きたはずの図書館がこの部分が欠落したと

か、高齢者対策とか、健常者も含めていい

公営住宅をつくるのにお金がないからやめ

たとかならないように、ぜひ財政運営計画

をしっかりとやってほしいと思います。 

最後に、どうしても聞きたいことは、こ

の図書館の計画は、令和４年と言いました

けれど、建設場所、そして、設計のコンセ

プトの発表は令和４年何月にできるのか。 

場所と大きさ、コンセプトの発表が明確

にいつぐらいなのか、再度しっかりとした

返答を聞いて終わりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの図書

館の関係でございますが、１回目で御答弁

申し上げましたとおり、令和３年度、今年

度に基本構想をつくっております。また、

令和４年度に基本計画という流れでおりま

す。その後については、現時点でまだ未定

の部分がございます。 

これらにつきましては、あらあらが見え

てきた段階で議会の皆さんにお示しさせて

いただければと思っております。 

また、コンセプトの話もありましたけれ

ども、未来を志向した図書館ということを

仮の題材として設定した中で、検討委員会

の中で揉んでいるところでございます。 

この辺につきましても、基本理念、基本

構想とも大きく絡んでくる部分もございま

すので、その辺が見えてきた段階でお示し

させていただければと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 図書館は、今建

つ公共施設の中でも相当町民にとって有益

性の高いものだと思うのです。 

それで、審議会で先生方も含め話してい

るのはわかるのですけれど、多くの町民を

巻き込む、そして、教育の人を巻き込む、

当然、議会も議会を見ている人たちも含め

まして、決まってからこうするではなく

て、この方向でいったけれど、これでいこ

うか、皆さんどうですかというぐらい、僕

は図書館についてはしっかりと多くの町民

の声を聞いてほしいと思っていますけれ

ど、その辺どうしょうか、教育長。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員おっしゃる

ように、本当に町民の貴重な財産でござい

ますので、多くの皆さんの声をお聞きした

中で、アンケート調査等でも御意見等を頂

戴しているところでございますが、今後事

業を進めていく過程の中でも、またいろん

な場面で御意見等を頂戴しながら反映して

まいりたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今日はいろんな

質問をしましたけれど、最後の図書館に胸

を弾ませて、いいものができることを期待

して、説明するまで待っていますので、よ

ろしくお願いします。 

それでは、本日の一般質問は終わりにし

ます。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時４０分といたします。 

午後 ２時２６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時４０分 再開 
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○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君）〔登壇〕 それで

は、私からは美幌町の観光振興について質

問させていただきます。 

美幌町の目指す観光の方向性について。 

美幌町では、平成２８年に策定された美

幌町観光振興革新戦略ビジョンの下、観光

まちづくり協議会や観光物産協会が中心と

なり、観光振興を目指し様々な取組を行っ

ております。 

美幌町は長年、イベントはあるものの、

恒常的な稼ぐ観光や体験型観光といった側

面が弱く、行政としてもそこの開拓に手を

加えてこなかった印象を強く持っていま

す。 

グランドホテルが閉館し、特にビジネス

としての宿泊には大きな影響を及ぼしてお

りますが、空港とのアクセスのよさ、そし

て周辺観光地へのアクセスも考えると、グ

リーンビレッジやエコハウス、最近少しず

つ充実してきているゲストハウス等の民泊

を活用した中長期型滞在（ワーケーション

も含む）を促す観光スタイルが美幌町には

適していると考えます。 

しかし、単に宿泊施設があるだけでは観

光は成り立たず、地域の魅力を生かした体

験の充実や地域一丸となって受入れ地盤を

つくることがとても重要です。 

そのためには、美幌町の今後の観光の方

向性、そして重要性をしっかり示すことが

必要であると考えますが、町長の考えをお

尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員

の御質問に答弁いたします。 

美幌町の観光振興について。 

本町は、年間７０万人の観光客を誇る天

下の絶景美幌峠を中心に観光推進を図って

おり、さらに、観光推進事業を実践的に展

開していくため、平成２８年に美幌町観光

振興革新戦略ビジョンを、平成３０年にア

クションプランを策定し、観光振興を図っ

ているところであります。 

地域の魅力を生かした体験の充実及び地

域一丸となった受入れ地盤としましては、

美幌地区三町広域観光協議会が実施主体で

ある屈斜路外輪山トレイルルートの開発

に、近隣の自治体や観光協会、環境省と連

携し取り組んでおります。 

また、２市３町で構成するサイクルアド

ベンチャーオホーツク推進協議会に参画

し、事業を受託する観光まちづくり協議会

と連携しながらサイクルツーリズムの推進

を図っているところであります。 

御質問の美幌町の今後の観光の方向性及

び重要性につきましては、美幌町観光振興

革新戦略ビジョンに掲げる目標の達成が重

要であると認識しており、令和５年度から

令和８年度までのアクションプランを令和

４年度に策定する予定であります。 

具体的には、見る観光から体験する観光

へと観光客のニーズが変化してきている時

代であり、美幌峠を核とした国道２４３号

線沿いの魅力化を重点的に推進してまいり

たいと考えているところであります。 

今後も、観光関連団体と連携し、観光客

のニーズや時代に対応した観光も取り入れ

ながら、美幌町に来られたお客様の満足度

を高められるような観光行政を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、町長から御答

弁いただきました。 

最終的には、この美幌町の観光振興革新

戦略ビジョン、これが核になるという御回

答だったと思います。 

私もしっかり読ませていただいて、美幌
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町の現在ある観光資源を膨らませていくこ

と、そして人材育成が大事だといったとこ

ろ、そういった情報発信等、様々な部分を

網羅されている計画であるということは

重々承知しております。 

計画のコンセプトが「ホッとする町！！

きっと行きたくなる癒やしのまち びほ

ろ」というコンセプトであると。様々な分

野で、何年までに何をやるといったことも

ステップに分かれて書いていますが、端的

に申し上げると、大きく広く受け取ること

ができるテーマ、コンセプトだなと。 

つまり、具体的にどういったという目標

とかターゲット、こういう町にしたい、観

光で目指す先はこういったものだというと

ころが漠然としているのではないかと思う

のですが、その辺りを町長として、もちろ

んこのビジョンはありますが、町長として

美幌町の観光はこういうふうにしていきた

い、向かっていきたい、そういったところ

をぜひ聞かせていただきたいです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 具体的な話を先に

させていただきますけれども、今回答弁さ

せていただいた中においては、やはり美幌

峠を核とした国道２４３号線沿いの魅力化

を重点的に推進してまいりたいと考えてお

ります。 

木村議員がおっしゃったとおり、私もこ

の計画の中で戦略がどうなのかとか、ビジ

ョンがという話の中においては、これをい

じる何かというよりも、具体的に大きく取

れますということは、はっきり言えば、ぼ

けていますよねと多分言いたいと思うので

す。 

だから、何を具体的にやるかということ

であれば、私は、阿寒摩周国立公園の玄関

口として美幌峠があったことによって、美

幌が観光という部分については非常に栄え

てきたということを再認識した中で、そこ

に関わるルートをそれぞれの分野ごと、パ

ートごとにしっかり整理していくことが大

事かなと思っている状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） １番最初の御答弁

でも町長が触れていたかと思いますが、サ

イクルツーリズムとか、トレイルだとかと

いうところもあると思います。 

サイクルツーリズムに関して言えば、美

幌町だけではなく、ほかの市町村も今取り

組んでいる部分があります。 

美幌町も２市３町でのアドベンチャー協

議会との連携の中で行っているということ

でいけば、広域的な形で取り組んでいくこ

とになろうと思うのですが、トレイルにつ

いては、現状はまだルートが整っていな

い。 

今、関係団体の皆さんが一生懸命頑張っ

ておられますが、恐らく２年後ぐらいにル

ート開通が見えてくるのではないかと思う

のですが、アフターコロナを見据えると、

早ければ来年から、ある程度国内では人が

動き始める可能性も出てきますし、２年後

にはさらに動いている可能性もあるという

中で、もちろんトレイルとサイクルツーリ

ズムを核として進めていくということも重

要だとは思うのですが、やはり美幌町にも

ともとあった魅力、そういったところをも

っと生かして、中長期的な滞在を進めてい

くことが美幌町にとっていいのではないか

と私は思っています。 

現状はホテルがなく、民泊とかゲストハ

ウス、移住体験住宅、こういったところを

行政としても予算をつけて、整えてきてい

るわけですけれども、美幌町には今、美幌

峠という一級の観光資源がありますが、現

状は通過型であると。その中で、美幌町が

今から知床だとか阿寒のような温泉旅館を

つくれるかというと、それは現実的ではな

い。 

一つのものだけで観光客がたくさん美幌

町に来て、１泊２日なのか２泊３日なの

か、要は美幌町に行きたいと言って美幌町
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に来てくれるというのは、現状では難しい

のではないかと思っております。 

そういったところで、やはり魅力を訴え

ていくのであれば、私の質問にありますよ

うに、アクセスのよさ、空港が近い、そし

て、飲食店、お店も美幌町はある程度整っ

ているというところが魅力かなと思います

ので、広くオホーツク観光を楽しむ人たち

の中心になる町、それを訴えていく。それ

がワーケーションなのか、アウトドアを楽

しむために中長期的に来られる方なのか、

それは来る方の目的なのかと思っておりま

すが、そういったところをもっと美幌町と

してうたって、整えていくことがベストで

はないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、御指摘いただ

いた中長期的滞在と美幌の魅力の発見とい

うことについて、少し話題からそれるかも

しれませんがお話をさせていただきたいと

思います。 

観光戦略というと、人によっては観光ま

ちづくりというような言い方をされるので

すけれど、私はそう思っていないです。あ

くまでも美幌は基幹産業が農業で、それを

基本として伸びてきている町なので、まち

づくりを進める中で主体的な観光まちづく

りを行うということではなくて、狭い意味

では観光ということをどういうふうに捉え

て、今後どうしていくかということが大事

だと理解しております。 

私も悩みながら、観光とはどういうこと

かという話になると、例えば広辞苑による

と、観光とは他の土地を視察すること、ま

たはその風光、言うならば美しい景色など

を見物することと書いてあるわけです。こ

れが当時の見るという、英語で言えばｓｅ

ｅという部分の中で、美幌峠があって、阿

寒摩周国立公園の入り口で、要はマスツー

リズムと言われた、絶景があって、車がた

くさんとめられれば人が来るというのが、

多分当時の流れです。 

今求められている、木村議員が私に問い

かけているのは、多分これからは個人旅行

のニーズを満たすために、その地域の魅力

というか、宝探しをどういうふうにしても

らうか、そして、中長期の滞在をしてもら

うということがポイントなのかなと。 

ただ、そのためには美幌だけではなかな

か難しいときに、ポイントとすれば美幌峠

という題材は絶対必要という意味では、美

幌町は恵まれていると私は認識しているの

です。 

ですから、平成７年の観光の政策審議会

の中で、今までの見るというところが修正

されて、触れ合うとか、学ぶとか、遊ぶと

いうことが位置づけられたことによって、

大きく変わってきているという部分であり

ます。 

そのことを考えると、先ほど言ったよう

に、美幌峠を大事にした中で、美幌峠のエ

リアでできるもの、それから美幌町の中で

それを補完できて、何ができるかというこ

との導き出しをしなければならないのかな

と思っています。 

そのときに私はいつも思うのですけれ

ど、観光はすなわちまちづくりだという思

いの中で大きくしてしまうと、頭でっかち

になって何も進まない。 

木村議員が具体的なものをということ

は、計画では大き過ぎて見えないのではな

いかということを指摘されていますので、

具体的に今できることを一つ一つのパーツ

として確実にやっていくことが必要なのか

なと思っています。 

そういう部分で、先ほどの国道２４３号

線の魅力という話でいけば、町から美幌峠

に行くことを考えると非常にファクターが

ある。だから、峠に行けば見るだけではな

くて、今後はトレイルということで充実す

るだろうと。 

それから、途中には並木もあります。松

浦議員が頑張っている、東オホーツクのシ
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ーニックバイウェイも一つのファクターだ

と思うのです。そして、峠の湯がある。 

それから、先ほど言ったサイクルツーリ

ズムということを考えれば、峠までの一つ

のルートをロングライドとして、長距離の

自転車の部分もされているということなの

で、また、つい最近は新宮商行の施設を町

民の方々に開放すると言っていただいてい

ます。そのことをきちんとやれることを一

つ一つ整理して、そして、美幌としてはこ

ういう体験型・滞在型のものができるとい

うことをみんなで示していけば、まだまだ

町外から来ていただけるし、将来を見据え

て、コロナ禍がある程度落ち着いたら、外

国からも来ていただけるのかなと思ってい

ます。 

その中で一つ本当に申し訳ないのは、泊

まるところがないというところ、これは私

の最重要課題としてしっかりやっていかな

ければいけないという思いではあります。 

長くなって申し訳ございません。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町長からの美幌峠

は昔から美幌町にとっての大きな一つであ

って、そこをこれからも生かして、２４３

号沿線を生かして、パーツを一つずつやっ

ていきたいという御答弁は私もわかりま

す。 

その中で、その沿線を生かしてサイクル

というところもあるので、サイクルの部分

でお尋ねしますが、どこまで踏み込んでサ

イクルの部分をやっていくのか。 

例えば、町独自でルート整備を行うのか

というところと、サイクルといっても自転

車も様々あります。マウンテンバイクだと

か。 

逆に峠からのダウンヒル、峠から自転車

を使って下ってくるルートも最高だと私は

思います。シラカバ並木もあって。 

ただ、美幌町の魅力は林道もあったり、

国有林があって、そういったところを生か

したマウンテンバイクでの遊びというのも

一つ可能性があると思っているのですが、

国有林も絡んでいたり、様々な土地を横断

するという意味で、なかなか許可の部分が

難しいと思うので、例えば、こういったと

ころを取り組むのであれば、町がある程度

の方向性と覚悟を決めて取り組まなければ

ならないだろうと思うのですが、サイクル

の部分について、どこまで深めてやってい

こうと思われているのかお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） サイクルについて

は、町単独で独自でという考えは余り持っ

ておりません。 

ただ、後方支援としては、しっかりやっ

ていかなければいけない。それはなぜかと

いうと、そこに関わる人たちを今育ててい

る状況であります。 

実際に地域おこし協力隊で入ってもらっ

て、美幌町にはやはりガイドが足りないと

いうことで、ですから、彼らの仕事も含め

て、それからまちづくり協議会も町の委託

を受けて、女満別空港とこの辺のサイクル

ツーリズムの事務局をやっていただいてい

ます。 

木村議員がおっしゃったようなサイクル

のイメージには、フィールドとして美幌峠

もありますし、あと新宮商行の山の登り口

も貸していただけます。それから、ちょっ

と離れていますけれど、みどりの村だって

できる。 

そういう意味からいけば、マウンテンバ

イクも含めて、Ｅバイクというか、いつも

トレーニングをしているから乗れるばかり

ではなくて、アシストつきの物もきちんと

整備をしなければならない。そういう物の

整備には町はしっかりと応援しようと思っ

ています。 

それをどういうふうに使って、その中で

経済も含めて、どういうふうにそこに関わ

る人も育てていく。言うならば、行政とい

うよりも町全体でそこに関わる人をしっか
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りとつくっていけばいいのかなという思い

でありますので、町単独というよりも、し

っかり後方支援として、財政的なことも含

めて議員の皆さんに相談しながら支援をし

ていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、地域おこし協

力隊のお話、後方支援はしていきたいと町

長からお話がありました。 

そこで一つ伺いたいと思うのですけれど

も、美幌町は現時点では美幌峠の通過型、

言い方が端的過ぎるかもしれないですけれ

ども、観光という意味では今までほぼそれ

に頼ってきている状態でありまして、観光

の基盤というのは、それ以外で言うとない

に等しいのかなと正直私は思っています。

そこから、町内で観光を推奨していく、そ

して観光客が滞在するような基盤をつくり

上げていく必要があると思うのです。 

つまり、今はほぼゼロから積み上げてい

かなければならないという中で、美幌町の

観光振興に携わる方として、地域おこし協

力隊のお一人は卒業されていますが、２名

採用されている。 

今後、この二人が活躍して、美幌町の観

光事業者として稼ぎながら、美幌町の観光

振興をしていくことを目的に採用をしてい

ると思うのですが、そう考えると、今まで

観光基盤がほぼゼロだった中から、観光事

業を二人でやってくれというのはなかなか

酷な話だと思うのです。 

そこで先ほど町長は後方支援をされると

いうお話もありましたけれども、やはり現

状だと民間だけでは不可能だと思うので

す。 

例えば、美幌町に確固たる温泉事業者が

いたり、観光で稼ぐ大きな事業者がいて、

そういう人たちが回っている中で行政ばか

りがやるのではなく、民間に頑張ってもら

いたいということであれば、これは理解で

きるのですけれども、現状はこれから大切

に育てて、美幌町の観光振興をしてもらう

二人がいる中で、民間だけであっせんして

いくのはなかなか難しいだろうと。 

しかも、期間としてもそれ相応の期間を

かけて、中途半端な気持ちではなくて、町

としても覚悟を決めて注力していかなけれ

ばだめなのではないかと私は思うのですけ

れども、その辺りはいかがお考えですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 観光事業者として

二人というか、二人の背中を重くしたいと

は思っていません。 

私も二人ともよく知っていて、頑張って

いるし、彼らの働く場所をきちんと確保し

てあげたい、事業者として成り立つような

協力をしていきたいという意味で、先ほど

基盤はゼロだと言われましたが、私は全然

そう思っていないです。 

だから、もうちょっと町の中のお宝探し

というわけではないですけれど、本来基盤

となるものが、何が内在しているかという

ことをいろいろ見ていく必要があるのかな

と思っているのです。 

先ほどあったように、内在するものだけ

では他の町から来るというのは難しいです

けれど、それにプラス、例えば美幌峠があ

るとか、この辺が美幌の強みだと思うので

す。それから空港に近いです。 

だから、今の動きの中でいけばトレイル

などについても、町がというよりも、興味

を持って関係諸所いろんな形で頑張ってお

られるので、それはしっかり３町で応援し

ましょうと。ある意味では、今後そこの維

持管理も含めて、３町で負担しなければい

けないことも出てくるだろうし、それか

ら、うちは農業の町ですから、農業の魅力

化と考えたら、少しでもそれを知ってもら

おうというのであれば、教育旅行で今農家

の人たちが農家民宿とは言わないのでしょ

うけれども、そういう中で体験してもらっ

ている。 

ですから、そういうファクターをしっか
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りともう１回整理をする必要があると思っ

ているので、その辺をこれもあれもと欲張

らないで、それぞれやれる人がパーツパー

ツをやった中で連携をすることが今は大事

ではないかなと。 

私はよく事例として出すのは、コネクト

リップオホーツクに関わっている人をほと

んど知っていて、あのやり方を美幌でもで

きないのかなというか。 

あれも網走というフィールドの中に湖が

ありますとか、一歩出ればサイクルツーリ

ズムもできるとか、美幌もそういう意味で

は、一歩美幌から出れば美幌峠が、降りれ

ば屈斜路湖、逆に網走を見たらオホーツク

海があるということ、空港があってとか、

そういうものをきちんとみんなで整理をし

た中で、まずはみんなで同じ方向を向きま

しょうというのが私が今望んでいるところ

でもありますし、それに全力で打ち込みた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私も言葉足らずで

したので、私が言う観光基盤というのは、

全く何もないという意味ではなくて、長

年、美幌町の観光というのは美幌峠からの

通過型の観光がメインであって、町内の意

識としても観光でという部分が低いのでは

ないか、少ないのではないかというところ

で、観光基盤がほぼ皆無というお話をさせ

てもらいました。 

町長の答弁で感じているのは、美幌峠か

らの２４３号を中心にした観光ということ

だと思うのですけれども、もちろんそのル

ートは美幌町にとって魅力的なルートだ

し、いろんなものが詰まっていると思うの

ですが、本当の地域の魅力という意味で

は、美幌町の中で観光として今は魅力化さ

れていないけれども、実は観光になり得る

という魅力がたくさんあると思うのです。 

例えば、陶芸だったり、伝統工芸も美幌

町はたくさんありますし、木工芸もありま

す。手打ちそばを楽しまれている同好会の

方々もいらっしゃる。しかも、そば粉は美

幌町でとれたそばであると。 

こういったものは、私たちから見れば身

近で当たり前かもしれないですけれど、ほ

かから来た人が体験できるとなると、今で

言う循環型というか、地産地消の部分でも

美幌町民が普通に感じているものを体験と

して感じていただける。まさに魅力なのか

なと思っています。 

こういったものも体験のコンテンツとし

て、美幌町としてこういう魅力があるとい

うところをきちんと掘り起こして、それを

楽しんでもらえる。点で終わるのではな

く、線にするというか。 

例えば、美幌町の伝統工芸の陶芸を楽し

みませんか。陶芸を楽しみながら１週間ぐ

らい美幌町の民泊を使って滞在してみませ

んかと。あとのフリーの部分はサイクルを

楽しんでもらうだとか。 

ただ漠然と何かあるよ、美幌に来ません

かと言ってもなかなか来てもらえませんの

で、一押しのコンテンツというか、そうい

ったものを整えた中で、民泊とか移住体験

住宅を活用したプランを、今で言う関係団

体と行政が連携してつくり上げていくこと

が大事ではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、木村議員から

おっしゃっていただいたことは、まさにそ

のとおりだと思っています。 

概念論からいけば、それぞれの点から線

にして、そしてメインにしていくというこ

とを頭に描きながら、地元資源というか、

観光ということではなくても、地元にこう

いういいものがあるということを町民の方

が認識する、自信を持つということをやら

ないと、それは観光ではなくても、他から

見て私の町は何もないという発想になるの

ではないかと思うのです。 

ですから、陶芸をやっている方がいるの
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で、それをやる経験。そういうものを教え

てもいいですよという話もありました。 

また、公共施設では博物館があります。 

つい最近も、本州から来た方に単独町村

でこんなに博物館が充実しているのはすば

らしいと褒めていただいて非常に喜んだ

り、町民会館でいけば、スタインウェイが

あって、美幌のスタインウェイを弾いて１

週間過ごしませんかとか、そういうファク

ターを皆さんと整理をして、次に大事なの

は、これは観光だけではなくて、発信力と

いうか、情報の出し方、これが本当に私も

反省しなければいけない。行政も含めて民

間の人たちも下手くそかなというか、この

辺はみんなでどうするかということをやっ

ていかなければいけない。 

この辺を整理してやっていけば、私は美

幌は本当に捨てたもんじゃないというか、

全国に、場合によっては世界に打ち出せる

町ではないかと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 美幌はすばらしい

ものがいっぱいあるのです。 

本当にいっぱいあるけれども、それが観

光とか一般町民の方にもなかなか目につか

ないというか、そういうふうになっている

のが今の実情なのかなと。 

なので、それをきちんと外の人たちにも

そうだし、近くの人たち、美幌町民もそう

だし、そういう人たちに感じてもらえるよ

うにすることが地域愛の醸成にもつながる

し、町民の地域愛が高まれば、それを発信

する人たちも増えてくるということで、そ

ういうところは行政と民間が一体となって

取り組むべきではないかと思っておりま

す。 

町長から博物館のお話もいただきました

ので、その部分でお伺いしたいのですが、

美幌峠とＲ２４３、もちろん向こうも魅力

がたくさんありますけれども、それ以外に

も美幌は立派な施設がたくさんあります。 

私がお伺いしたいなと思う施設が四つほ

どあるのですけれども、それについてお伺

いしたいと思います。 

まず、町長からお話があった博物館、美

幌町の博物館は、私が外から来たお客様を

お連れしてもみんな喜びます。５点あった

ら５点満点をつけてくれるぐらい皆さんに

喜んでいただけるすばらしい施設だと思っ

ています。 

道内最大級の自然のジオラマがあった

り、自然担当の学芸員が３人いらっしゃる

だとか、通常、町単独でここまで学芸員が

整っているというこんなにすばらしい博物

館はないと思います。観光に精通している

方も美幌博物館はすばらしい、何でこんな

にすばらしいものを隠していたのとよく言

われることがあるのですけれども、現在は

教育委員会管轄ということもあると思うの

ですが、これからの観光は、先ほど町長も

おっしゃったように、教育と切っても切り

離せない部分があるのかなと。ＳＤＧｓと

か、そういった部分もありますので、もっ

と博物館で観光としていい意味で稼ぐとい

うか、人が来てくれた分に見合う対価をい

ただくという意味で、そして、ここを情報

発信基地として地域のほかの魅力を伝える

とか、そういった意味での博物館の活用の

考えはないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 本来、私よりも教

育長がお話しすることでしょうけれども、

私も教育長をやらせていただいた中で、博

物館は、今おっしゃったとおり、学芸員が

充実とは言いませんけれども、しっかり配

置されていて、私は学芸員の人たちは美幌

の宝だと思っています。 

私としては自慢できるスタッフで、それ

が本当に博物館法に基づく博物館ですよと

言うと皆さんびっくりします。そのことを

念頭に置きながら、人材として、教育だけ

ではなくて、いろんなことに関わってもら

って、彼らの力を発揮していただければい
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いのかなと思っています。 

言葉が悪いですが、博物館で稼ぐという

意味でいけば、そういうことではなくて、

来てもらう方から使用料をいただいていま

すので、それが少しでも来ていただければ

と思っているので、ただ、よく話すのは、

博物館という器があるから博物館としてす

ごいのではなくて、そこにいる学芸員の人

たちがすごいから、仮に器がなくてもやは

りすごいと私は思っています。 

その見極めを間違えると、建物があるか

らすごいという認識ではないので、皆さん

にいろんなことに関わっていただければと

非常に期待しているところではあります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 例えば、近場です

と網走市は、流氷館や北方民族博物館を周

遊する観光ルートができるという部分もあ

るのですけれども、美幌町は博物館が一つ

で、もちろん近隣との連携も必要だと思い

ますし、スタンプラリーをやったりという

こともあったのですけれども、もちろん学

芸員もすばらしい、そして、あの箱も私は

すばらしいと思うのですけれども、教育的

な部分が強いのかなと思っています。 

学芸員が、外から来たお客さん全員につ

いて、中をガイドすることは現実的に難し

いと思いますので、例えば多言語のガイド

のアナウンスを使えるようなアプリを導入

したりだとか、あとは、もっと美幌町とし

て博物館のすばらしさを訴えていくべきで

はないかと思うのです。 

そういった、もっと売り出していくとい

う考えはないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 教育長がいる中で

発言するのはおこがましいですけれども、

教育長時代に、阿寒、美幌峠を越えて、屈

斜路湖にルートをつくりました。時間調整

で博物館に１時間滞在したときに、それで

本州から来られたお客さんが本当に感謝し

て、こういう施設を見られるんだというこ

とで、皆さんが魅力をいろいろ意見として

言っていただいたことは鮮明に覚えていま

す。 

そういったことでいけば、もともと博物

館の学芸員もすばらしいけれど、そこに関

わる協力員の人たちがしっかりいらっしゃ

るのです。ジオラマの特別展示などをそう

いう人たちがつくったりしていることも事

実なので、そういう体制をしっかりつくっ

た中でいけば、これからは日本語だけでは

なくて、多言語という対応についても、教

育長は考えていただけるような気がします

ので、しっかりと教育長と話した中で、館

長以下の学芸員の方々といろいろ話した中

で、希望するものについてはしっかり対応

していきたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 本当に博物館はす

ばらしいと私も思っています。 

あれだけの規模で、あれだけすばらしい

建物は今では建てられないと思いますし、

美幌に愛を持っていろんなことを教えて、

子供たちにも教育の面で一生懸命やってい

ただいている学芸員がいらっしゃるという

ことは本当にすばらしいことだと思います

ので、その魅力を美幌町民だけではなく

て、外から来た人たちに、そして美幌を知

るという意味でも、まず博物館に行ってく

れと、博物館はすばらしいから美幌の博物

館へ行ってくださいと町を挙げて声を出す

ことも必要なのかなと思いますので、せっ

かくあれだけいい施設がありますので、教

育だけではなくて、観光という意味でも有

効活用していただきたいと思います。 

そして、博物館がある敷地に美幌みどり

の村がございますが、こちらは現状はキャ

ンプ場があって、何年か前から台湾から結

構お客さんが来られている。これもすごい

ことだと思うのですが、いかんせんまだま

だ全然生かしきれていない。せっかくいい
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フィールドがあるのに生かしきれていない

と思うのですけれども、みどりの村を民間

に委託して活用してもらうとか、そういっ

た考えはないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 全くないわけでは

ないですけれども、今、みどりの村の森林

公園の魅力向上のための施策をしっかりや

ってほしいという話はしております。 

副町長が理事長でもありますし、例え

ば、フィールドを夏だけではなくて冬キャ

ンプをやるとか、古くなった施設について

は、テントフィールドとオートキャンプの

整備とか、前に木村議員から一般質問の中

で提案があったジップラインとか、その辺

のことを財源も含めて、オールシーズンで

やるのは、遠軽がＰＲをしているのですけ

れど苦戦していることもあって、ただ、そ

れ以前に前段で言ったようなことの魅力づ

くりをまだまだ私はできると思うので、そ

ういう意味では、近年の何年かは地元の家

族連れがみどりの村にたくさん来ていただ

いて、これも本当に感謝していることであ

りますので、もうちょっとみんなで知恵を

出し合えば、まだまだたくさん来ていただ

けるようなエリアになると思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） みどりの村も本当

にすばらしいフィールドが整っていると思

いますので、魅力向上にぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。 

みどりの村に続いて、隣にリリー山スキ

ー場があります。 

こちらは夏場が現状では有効活用できて

いないという中で、私もいろんなところを

視察したのですけれども、先ほどお話しし

たマウンテンバイクだったり、あとは、ノ

ーペダルの自転車、小さい子供たちが乗る

ようなストライダーというものがあって、

そういったもののコースとして活用してい

るところもあるのです。 

これは、そこまで大きくお金もかけずに

整備ができるということで、夏の利活用と

いう意味ではおもしろいのかなと思ったの

ですけれども、そういったものを導入する

お考えはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） これも教育長にい

ろいろとお願いしていて、私が答弁するの

は申し訳ないですけれども、夏場の利用を

考えるようお願いはしております。 

私もいろいろと他の団体と関わった中

で、なかなか言いづらいのですけれども、

夏のスキー場としての活用ができないかと

いうことを今検討しております。 

前はのり面を使って花を植えたりという

話もあったのですけれど、傾斜地はそうい

うものを植えることによって冬場に雪がつ

かなかったり、斜面が流れたりするという

ことで、なかなか難しいですけれども、本

来の役割のスキー場として、冬・夏、何か

使えないかという思いで、検討というより

も、誰か応援してくれないかということ

で、お願いしたいという要望をしておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 喉に小骨が詰まっ

たようなお話のされ方だったので、これは

突っ込まないほうがいいのでしょうか。 

もし可能でしたら、夏場のスキー場とい

うのは、私が今伺った限りでは、津別のグ

レステンスキー場とか、あれが夏場のスキ

ーなのかなというイメージですけれど、ど

ういったイメージをされているのかだけ、

もし伺えたら教えてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 内容的には発言を

控えさせてください。他にも影響する部分

があるので、申し訳ございません。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 
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○５番（木村利昭君） しかるべきとき

に、ぜひ教えていただけたらと思います。 

例えば、夏のスキーにしても、スキー場

を全部使うとなれば話は別ですけれども、

下のほうの平らな敷地があればストライダ

ーとかを子供たちができるので、やはり大

人だけではなくて、子供たちが簡単にでき

るというところで、大人も一緒に美幌に来

てということで、この辺でストライダーの

コースはなかなかないので、そういったも

のを導入するのも一つの手なのかなと思っ

ています。 

例えば、お父さんが夏のスキーをやっ

て、お母さんが子供と下でストライダーで

遊んだりだとか、兄弟で遊ぶだとか、そう

いった多角的な考え方というのもありなの

かなと思いますので、もしよければ、ぜひ

調べていただけたらと思っております。 

施設の活用の部分で最後に伺いたいので

すけれども、旧ユースホステルの活用を伺

いたいと思います。 

御存じかと思いますが、北海道の有名な

建築家で田上義也さんという方が建築され

たとても貴重な建築物であります。 

ただ、現状、閉鎖されていて利用はされ

ておらず、風化しているような状態なのか

なと思いますが、こちらを有効活用、民間

に活用してもらう。ちょっと古いので、な

かなか大変だと思うのですけれども、活用

できないにしても、有名な建築家がつくっ

た貴重な建築物なので、しっかり保存して

様々な人たちに見てもらうようにするだと

か、そういったところのお考えはいかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ユースの建物につ

いては、田上さんとおっしゃったのですけ

れど、有名な建築家がつくったことは事実

です。それが田上さんかどうか。釧路の体

育館とか、博物館をつくった方と同じ方が

つくったということで、建物としては、建

築の方々が興味を持っていると思っており

ます。 

ただし、いかんせん施設が古くて、教育

長時代にスポーツ合宿をするときに何とか

受け入れる施設として使えないかというこ

とを考えたのですけれど、設備的な改修を

かなりしなければならなくて、そこまでの

投資はなかなか難しいということで断念し

たことがあります。 

ただ、場所としては美幌発祥の地という

ことで、戸長役場も含めてあの辺に碑があ

ったり、ロケーションとして大切にしなけ

ればならない場所であるとは思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） あれだけ大きな施

設で、誰かに使ってくださいと言って、簡

単に使えるところではないのは私も重々承

知しております。 

いずれにしても、町長がおっしゃったよ

うに、美幌町の発祥、美幌町の戸長役場が

あった美幌にとっては大切な場所だと思い

ますし、そこにある重要な建築物というこ

ともありますので、今はそういう建築物を

巡る方も結構いらっしゃるので、保存とな

るとかなりのお金がかかる部分が出てくる

かと思うのですが、なるべくコストをかけ

ず、例えば、一般の人たちに公開する機会

をつくったりできるのであれば、中に入る

かどうかは別にしても、外から見たり、そ

して、そこが美幌町の発祥の地だというこ

とを感じてもらえるような場所の活用とい

うか、そういうことができるのであれば、

ぜひ検討していただきたいと思います。 

それでは質問を変えまして、観光に関わ

る質問をさせていただいているわけですけ

れども、アフターコロナがだんだん見えて

きております。 

女満別空港もＬＣＣの就航が増えてきて

おりまして、今後、道外から、もしくは何

年後かにはインバウンドという可能性も美

幌としてなくはないと思うのですけれど
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も、こういったところを見据えた環境づく

りについて、町長、美幌町ではどう考えて

いるのか、考えがあれば教えていただきた

いです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） アフターコロナと

いうことの環境づくりについてでございま

すけれども、やはり、先ほど言いました宿

泊施設をしっかり確保する。もうこれしか

ないのかなと思っています。 

それが見えれば、美幌にどれだけ来てい

ただけるかという戦略的な部分がより明確

になっていくと思っておりますので、宿泊

施設の確保については、全力で取り組みた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今年の夏頃、お盆

ぐらいですか。今、美幌町でゲストルー

ム、ゲストハウスをやっている方が数名い

らっしゃいますが、コロナの関係で国外か

ら来ることは難しかったのですけども、国

内在住の外国人の方が、美幌に結構観光で

来られていたというお話を聞いています。 

先ほどお話ししたとおり、台湾の方がキ

ャンプ場にも来られていたりというところ

で、そういった人たちがもうちょっと町に

流れてきたり、町で買物をしてもらえる、

飲食してもらえるような体制というのも行

く行くは、ＬＣＣとか、国際線とかも増え

てくると、美幌にそういった人たちが入っ

てくる可能性もあると思うのです。入って

きてから増えてきたね、対応しようかでは

遅いと思います。 

例えば、言語の部分だとか、美幌町とし

て、飲食店の人たちがそういった観光客、

外国人の方をお迎えできる体制を教育す

る、整えるだとか、そういったところも周

知していく必要が出てくると思うのです

が、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 行政があれもこれ

もというのはなかなか難しい部分があると

私は思っております。 

その中で、やはり美幌の方々がというこ

とは、町の中の商店をやっている方も、飲

食店をやっている方も、自分たちが今まで

やっていることに自信を持って、そのこと

をしっかりアピールしていくということを

やらなければならないのではないかと思っ

ています。 

そのことに対して、町はしっかり応援し

なさいということとか、広報活動も含めて

やりたいということであれば、それは側面

的に応援しなければならないと思っていま

す。 

あくまでも、行政よりも住んでいる方々

が自分の町に自信を持って、そして魅力化

の一員であるということを認識いただける

ような努力はしていきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 最初から最後まで

行政がというつもりは私も思っていませ

ん。 

ただ、現状そういった体制がない中で、

なかなか１店舗だけ、私の店だけというこ

とで始めるのは大変なことだと思います。

なので、お金をかけて何かをするというよ

りは、体制を整える意思疎通というか、み

んなでこういう体制をつくっていきましょ

うという意味で、最終的には町としてもこ

ういうお客さんを受け入れていきたい。要

は、インバウンドとかにも備えていきた

い。だから、こういう体制を取っていきま

しょうということで、まとめていくという

意味での声を発するということは、行政と

してやっていただくことが１番力強いと思

うのですけれども、そこはいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、お話いただい

たことは、まさに行政と言うよりも町長と
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してのリーダーシップが問われることかな

と思っています。 

町民の方々、事業をやっている方々が本

当に自信を持って、美幌町内、それから町

外、そして大きく言えば世界に発信できる

ような、これは岩田公雄さんが話していた

のですけれども、彼とお話しした中で、映

画の００７の話の中で東京の小さな町工場

の畳の話になって、突然インターネットで

発注があった。 

ですから、そこで何がよかったかという

のは、町工場としてただ悶々としているの

ではなく、せめて自分たちがやっているこ

とをアピールしようということで、インタ

ーネットに載せていた。それを監督が外国

から発注した。 

だから、美幌でも今までと何か変えよう

というような、今の時代に即したＳＮＳと

か、そういうことの中で情報を発信するこ

とを皆さんと考えながらやれば、ひょっと

したらまた別なチャンスがつかめることが

あるのかなと感じたところであります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それでは時間も限

られていますので、また別な質問をさせて

いただきたいと思います。 

先ほど、空港のお話をさせてもらったの

ですけれども、現状、美幌町と空港を結ぶ

足がないという中で、例えば、タクシーを

利用してもらった人たちに幾ら分は助成し

ますとか、そういったことを行って町外か

ら美幌町に来やすくするという考えはあり

ませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 空港からのアクセ

スということで、これも前から指摘されて

いて、非常に悪いということにおいて、ま

ずは美幌町に来ていただく方に対しての支

援という言葉が適切かどうか分かりません

けれど、何か手法を考えなければならない

のかなと思っています。 

美幌の方は、仮にバス等を配置しても、

駅まで行くのと空港まで行くのはほとんど

同じなので、皆さん空港まで行かれる。 

ただ、向こうから来られる、要は空港に

着いた方が美幌に来るときに足がない。タ

クシーはあるのですけれど。あと、路線バ

スについては外れたところにとまるという

こともあって、この辺を考えなければいけ

ないことと、こういうものを美幌町はやっ

ていますということも、これも先ほどの情

報発信ではないですけれど、アピールをし

ないと、ただただその制度があってもなか

なか使われないということもあるので、こ

の辺のポイントをしっかり押さえながら、

検討していきたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 現状、宿泊施設が

少ないということもありますけれども、例

えば美幌町で宿泊してくれる方、美幌町で

飲食してくれる方は、その領収書を出して

くれたらバックしますとか、そういった考

えもあるのかなと思います。 

では、時間が限られてきましたので、

今、時代とかニーズに合わせて観光は変わ

る。ころころという言い方が合っているか

はわからないですけれども、時代やニーズ

が早く進んでいく中において、観光に本気

で取り組んでいる民間事業者だったり、行

政の職員だけではつかみ切れなかったりだ

とか、そのニーズに合わせた観光を提供し

ていくというのは、正直に言って難しくな

ってきているのではないかと思うのです。 

そういった意味で、例えば、観光の専門

家を外部のアドバイザーとして、美幌町の

観光の方向性とか、そういったところを手

助けしてくれる人、こういった人を置くと

いう考えはありませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今そこまでは考え

ておりません。 

しっかりとそれぞれのレベルを上げてほ
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しいというか、いろいろな学ぶ機会を多く

つくって、個々の町民の方々のレベルを上

げる必要があると思っております。 

外から人を入れてと言ったときに、受け

る側の本質としてきちんとできていなけれ

ば、ただ外から言われたとおりやっている

だけではないかとなるので。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 最後に、昨年度、

前澤氏からふるさと納税で観光や地域おこ

しに使うということで５００万円をいただ

いています。こちらの使い道はどうなった

のか伺って終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 使用については、

今検討中でございます。 

○議長（大原 昇君） これで、５番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時４１分 散会   
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